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第１章 計画策定の趣旨     
 

１ 計画の目的と背景 

(1)   一般廃棄物処理基本計画の目的 

この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）第６条第

１項の規定に基づき策定するものです。「富士見市第５次基本構想」（計画期間：平成２３年度～

平成３２年度）との整合性を図りつつ、これまでの経緯や、平成６年３月に策定された「富士見

市一般廃棄物処理基本計画・第１次計画」の成果と今後の社会・経済情勢の変化もふまえながら、

低炭素化資源循環型社会の実現を目指して本市の一般廃棄物処理の長期的かつ総合的な基本計画

を定めるものです。 

 

(2) 背景 

国は、平成１２年に「循環型社会形成推進基本法」を制定し、循環型社会を形成するための施

策を総合的かつ計画的に推進しています。また自治体には、地域単位での循環システムの構築等

住民の生活に密着した基礎的な役割を果たすとともに、市民・事業者・行政の協働や連携により

循環型社会を形成するための施策を展開することが求められています。 

富士見市は、平成６年３月に「富士見市一般廃棄物処理基本計画・第１次計画」を策定し、こ

れまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の社会からごみの減量化・資源化等を推進する資源循環

型社会へ向けた施策を展開してきました。平成１２年４月には、地球環境を守り人と自然とが共

生できる豊かな生活の創造をめざした「環境にやさしい都市宣言」を市民総意で宣言しました。

平成１５年３月には「富士見市環境基本計画」を策定し、人と自然の共生を柱とした持続可能な

地域社会の形成を目指すとともに、平成１８年９月の「富士見市地球温暖化対策実行計画」によ

り温室効果ガスの削減を目的として具体的な実行を推進しています。また、平成１９年１０月に

施行された「富士見市をきれいにする条例」に基づき、平成２２年４月には「富士見市美化推進

計画」を策定しました。平成２２年１０月には市内３駅周辺を「美化推進重点区域」に指定し市

民協働での地域美化活動を実践しています。 

上記の背景をもとに「富士見市一般廃棄物処理基本計画・第２次計画」は、豊かな環境を将来

の子どもたちへ継続していくため、一般廃棄物の適正処理を具体的に施策展開するための指針と

なるものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 この計画は、環境基本法を始めとする関係法令、富士見市の｢環境にやさしい都市宣言｣、関係条例や

基本構想、基本計画等をふまえ、低炭素化資源循環型社会の実現に向けた本市の一般廃棄物処理の基本

的な計画となるものです。また、平成２０年６月に環境省が策定した「ごみ処理基本計画策定指針」に

準拠しています。 

 

 一般廃棄物処理基本計画と他の関連法・計画との関係 

 

 

 

 

 

       

 

 

         ＜廃棄物の適正処理＞          ＜再生利用の推進＞ 

 

 

 

                              ＜個別物品の特性に応じた規制＞                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本法   

循環型社会形成推進基本計画  

資源の有効な利用の促進に関する法律 

容器包装リサイクル法 

家電リサイクル法 

食品リサイクル法 

建設リサイクル法 

自動車リサイクル法 

グリーン購入法 

富士見市環境基本計画 

富士見市基本構想・基本計画 

富士見市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画 

富士見市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理実施計画 

志木地区衛生組合 入間東部地区衛生組合 

第１編 第１章 計画策定の趣旨 

環境にやさしい都市宣言・富士見市 

富士見市美化推進計画

富士見市地球温暖化対策実行計画 

富士見市環境基本条例 

廃棄物処理法 

廃棄物処理法基本方針 

廃棄物処理施設整備計画 

埼玉県廃棄物処理基本計画 

みどりの保護及び緑化推進に関する条例 

富士見市緑地保全基金条例 

富士見市をきれいにする条例 

富 士見市 廃棄物 の減量 、再生 利用及 び適

正 処理に 関する 条例  
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３ 計画適用範囲 

（1） 対象区域 

       富士見市全域とします。 

 

（2） 対象廃棄物 

       本計画の対象物は、本市全域から排出される一般廃棄物を対象とします。 

 

（3） 計画目標年度     

本計画の期間は、平成２３年度（２０１１年）から１０年間とし、平成３２年度（２０２０年）

を目標年度とします。 

なお、本計画はこの間、必要に応じて変化する社会情勢に応じた柔軟な施策を展開するため、

進捗状況により見直しを行なうものとします。 

    具体的には、実施された施策を、その年度ごとにＰＤＣＡサイクルの計画（Plan）・実行（Do）・

評価（Check）・見直し（Act）を継続していくこととします。 

 

 

  

        一般廃棄物処理計画における PDCA サイクル（イメージ図） 

 

 中間年度＝PDCA 

  本計画期間の５年目（平成２７年度）を中間年度とし、これまでの課題や進捗状況を分析し、目標

値や施策などの達成を評価します。特に、明らかに進捗状況が目標値・施策の達成において、一定の

水準に達していない事項は、その要因や改善の方策を具体的にし、後半の５年へ向け、重点的に事業

化を進めることや、新たな施策を具体的に実施するための中間の進捗評価年度とします。 

第１編 第１章 計画策定の趣旨 

必要に応じて、基本計画 

及び実施計画の見直し（Ａｃｔ） 

一般廃棄物処理計画策定・改定（Ｐｌａｎ） 

処理計画の評価（Ｃｈｅｃｋ） 処理計画に基づく施策の実施（Ｄｏ） 
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第２章 富士見市の概況 

１ 位置・地勢等 

(1) 地勢 

     本市は埼玉県の南東部、首都３０キロメートル圏に位置し、東は荒川を挟んでさいたま市に、北

は川越市とふじみ野市、西は三芳町、南は志木市にそれぞれ接しています。面積は１９．７平方キ

ロメートルで、県全体の面積に対する割合は０．５１パーセントです。 

地形は、南西部の武蔵野台地と北東部の荒川低地に大きく分かれており、台地部は更に諸河川の

分断により、独立した小台地となっています。洪績層からなる武蔵野台地は、明治・大正初期には

台地林が帯状に連なり、広大な雑木林を形成していましたが、現在はその大半が住宅地と畑作地帯

で構成されています。一方、沖積層からなる荒川低地は、さいたま市との市境を流れる荒川と、江

戸と川越地域を結ぶ重要な交通路であった新河岸川という、２つの１級河川を擁する水田地帯とな

っています。荒川が現在の市境を流れるようになったのは、江戸時代に行われた河川改修によるも

ので、それ以前の荒川はびん沼川として、その面影をわずかに残しています。 

地質は、台地部が火山灰の風積からなる赤土（ローム）でおおわれているのに対して、低地部は

主に黒泥層により形成されています。これは、氷河期の後期に起きた海面上昇により、低地部が海

になっていたことによるものであり、また、台地緑辺部には縄文時代の人々の生活を今に伝える貝

塚などの遺跡が数多く残存しています。 

 

 

 

 

 

 

北緯 35 度 51 分 27 秒 東経 139 度 32 分 58 秒 海抜 8ｍ～21ｍ 

東西 7.0 ㎞ 南北 6.8 ㎞ 面積 19.70 平方㎞ 

 

第１編 第２章 富士見市の概況 
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（2）人口動態   

    本市の人口は、平成２２年１０月１日現在では１０７，２６３人、４６，０７１世帯で、１世

帯あたり平均２．３３人となっています。昭和３０年代後半から大規模団地の建設や民間デベロッ

パー等の開発によって急激な都市化と人口増加が進んでいましたが、近年の人口増加は、ほぼ横ば

いから微増となっています。また、世帯あたりの人員の減少割合が大きく、世帯全体に対し単身者

世帯や核家族世帯の割合が増加傾向にあります。 

 

総人口・世帯数推移図
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出典：「国勢調査」（各年１０月１日現在 市民課資料 但し平成２２年は参考） 
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(3) 産業の動向    

    本市の産業の動向を産業別事業所数でみると、平成１８年の全事業所数は２，９６０事業所で、

その内第３次産業の事業所数が２，４０８事業所あり、割合が８１．３％と最も高くなっています。    

また、第２次産業の事業所数は５４６事業所、割合が１８．４％、第 1次産業の事業所数は６事業

所、割合が０．２％となっています。 

   年間商品販売額は平成１９年の数値では、卸売店と小売店を合わせ６８３億円となります。内訳

は、卸売業が１２３億円（埼玉県内４０市の中で３８位）、小売業が５６０億円（埼玉県内４０市

の中で３３位）となっています。 

  

 

 

  

3 4 5 4 0 3 4 6

1,365
1,566

1,916
2,169

2,321 2,458 2,459 2,408

546571663625575500422361

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｓ５０ Ｓ５３ Ｓ５６ Ｓ６１ H　３ Ｈ　８ Ｈ１３ Ｈ１８

（事業所）

第3次産業

第2次産業

第1次産業

 

事業所数の推移表  出典：事業所・企業統計調査 

 

従業者数 年間商品 売場面積
卸売店 小売店 （人） 販売額（万円） （㎡）

昭和51年 740 50 690 2,423 2,287,303 33,454
昭和54年 812 67 745 2,741 3,557,057 35,167
昭和57年 808 55 753 2,931 4,603,440 40,947
昭和60年 772 58 714 3,182 5,609,725 43,411
昭和63年 818 69 749 3,965 7,783,813 48,710
平成 3年 841 62 779 5,248 9,262,126 57,242
平成 6年 734 56 678 4,021 9,632,353 54,595
平成 9年 716 46 670 4,153 9,960,069 58,470
平成11年 767 74 693 4,945 9,791,744 58,387
平成14年 715 69 646 5,068 8,336,112 62,050
平成16年 677 72 605 4,615 7,190,695 55,240
平成19年 598 62 536 4,310 6,824,774 52,443

事業所数

 

 

卸売業・小売業の事業所数・従業者数年間商品販売額の推移表 

出典：商業統計調査 

第１次産業 
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第 1章 ごみ処理・リサイクルの現状 
１ ごみ処理フロー（平成２０年度） 
 

 

 

 

 

 

  

                                        

 

                        

  

                      

                                                      

資源化量 

      456 

再処理分 

焼却  839 

埋め立て 

    214 

                                                          

                

資源化量 

  1,894 

再処理分 

焼却  135 

             

        家庭系(電池、蛍光管） 

 

 

 

           家庭系 

 

 

 

 

 

 

 

                         *資源ごみ内訳 

 
平成 20 年 10 月 1日現在 
人口(人)      104,139 

外国人人口(人)  1,543 

総人口 (人)    105,682 

22,278 

   698 

   811 

1,556 

   42 

5,280 
事業系 

可燃ごみ 焼却施設 
家庭系         18,246 

事業系          4,032 

粗大ごみ処理施設  839 

資源化施設        135 

焼却灰等 

  2,939 

最終処分場 

     1,613 

富士見環境センター 

（志木地区衛生組合） 

粗大ごみ処理施設 

(破砕) 
家庭系        1,494 

事業系           15 

回収ごみ   790 

自己搬入     6 

回収ごみ    15 

自己搬入     0 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

回収ごみ 5,262 

資源ごみ* 

        

回収ごみ   42 有害ごみ等 

資源化施設 

家庭系        2,023 

事業系            6 

家庭系 
回収ごみ  261 

自己搬入  437 

回収ごみ    18 

集団回収ごみ 

紙類    1,452 

布類       47 

カン類     50 

ビン類      7 

資源化量合計   

     8,739   
紙類       2,595 

布類         233 

カン類       465 

ビン類       987 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ     344 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類    656 

資源化量   

    1,540  

直接資源化 
資源回収ごみ  3,293 

集団回収ごみ  1,556 

埋め立て 

    1,399 

総排出量 

       30,665 

単位：ｔ 

家庭系 

事業系 

家庭系 

事業系 

家庭系 

回収ごみ 3,914 

自己搬入   118 

回収ごみ 18,119 

自己搬入    127 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 
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２ ごみ・資源の排出量 

ごみの総排出量は、富士見市全体でみると平成１２年度の３３，６８６ｔをピークに平成２０年度は

３０，６６５tへと減少傾向にあります。 

ごみ種別でみると、可燃ごみはほぼ横ばいですが、資源ごみは平成１４年度の８，３３１ｔをピーク

に平成２０年度では６，８７８tへと大幅に減少傾向にあります。 

１人１日あたりのごみの量（*）では、平成２０年度は８０７ｇであり埼玉県全体の１人１日あたり

のごみ量の平均値９８９ｇを大幅に下回りました。 

また、この数値は人口１０万人以上５０万人未満の全国の自治体でみると、９位に位置しています。 

ごみ・資源の排出量
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事業系ごみ 

資源ごみ 

可燃ごみ １人１日あたりのごみ量 

集団回収資源ごみ 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

* 数値については、環境省の「平成１１年度～２０年度一般廃棄物実態調査」報告値です。 

* ごみの総排出量３０，６６５ｔについては、一般廃棄物実態調査計算式のため端数切捨てしています。

また、第６章では、計算式上ごみの総排出量は３０，６６６ｔにしています。 

* 平成２１年度一般廃棄物実態調査数値については平成２３年度中に確定する予定であり、他市との数 

値を比較する上で最新の平成２０年度一般廃棄物実態調査数値を採用しました。 

* 環境省の一般廃棄物実態調査の調査方法は、外国人登録人口を含まないことになっているため、人口

は外国人登録人口を含まない数値で計算しています。 

* １人１日あたりのごみの量(ｇ)＝ごみの総排出量÷人口（外国人登録人口含まず）÷３６５日 

近隣他市（類似団体）の比較においては、富士見市の特徴として、①家庭ごみにおける可燃ごみの占

める割合が高く、②家庭ごみにおける資源ごみの占める比率が低い、などがあげられます。③総排出

量で比較した場合、１人あたりのごみの量は他市より少なくなっています。事業系ごみを除く排出量

も同様の傾向にあります。 
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* 端数処理のため合計が合わない場合があります。 

* ごみの総排出量とは、収集ごみ量+直接搬入量+集団回収量の合計量を示します。 

 

事業系ごみを除く
区分 富士見市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 戸田市 入間市 ふじみ野市 平均
事業系を除く総排出量（ｔ/年） 26,599 34,351 17,875 20,203 40,664 31,727 42,226 27,316 ―
１人あたりのごみの量（㎏/年） 255 274 260 269 263 273 284 263 268
１人1日あたりのごみの量（g/日） 700 752 712 736 720 747 777 719 733

一般廃棄物実態調査（平成20年度実績） （単位：ｔ）
区分 富士見市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 戸田市 入間市 ふじみ野市 平均
人口（10月1日現在） a 104,139 125,220 68,808 75,207 154,627 116,368 148,895 103,998 ―
家庭ごみ（集団資源回収を除く） b 25,043 31,679 17,664 18,461 32,393 31,727 38,524 26,066 ―
可燃ごみ 18,246 21,132 12,192 13,170 26,920 21,384 25,997 17,508 ―
家庭ごみ中に占める割合 72.9% 66.7% 69.0% 71.3% 83.1% 67.4% 67.5% 67.2% 70.6%
不燃ごみ 795 1,065 418 675 1,132 1,255 2,120 1,089 ―
家庭ごみ中に占める割合 3.2% 3.4% 2.4% 3.7% 3.5% 4.0% 5.5% 4.2% 3.7%
資源ごみ 5,304 8,459 4,457 3,922 3,360 7,936 8,439 6,223 ―
家庭ごみ中に占める割合 21.2% 26.7% 25.2% 21.2% 10.4% 25.0% 21.9% 23.9% 21.9%
粗大ごみ 698 1,002 570 668 928 1,152 1,968 1,203 ―
家庭ごみ中に占める割合 2.8% 3.2% 3.2% 3.6% 2.9% 3.6% 5.1% 4.6% 3.6%
その他 42 21 27 26 53 0 0 43 ―
家庭ごみ中に占める割合 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1%
集団資源回収 c 1,556 2,672 211 1,742 8,271 0 3,702 1,250 ―
紙類 1,452 2,502 189 1,637 7,659 0 3,541 1,220 ―
布類 47 117 10 67 455 0 128 0 ―
カン 50 53 11 37 157 0 24 27 ―
ビン 7 0 1 1 0 0 9 3 ―
事業系ごみ d 4,066 6,928 4,446 4,255 8,772 13,635 11,732 8,489 ―
ごみの総排出量* e(b+c+d) 30,665 41,279 22,321 24,458 49,436 45,362 53,958 35,805 ―
１人あたりごみの量（㎏/年） e/a 294 330 324 325 320 390 362 344 336
１人1日あたりごみの量（g/日） e/a/365 807 903 889 891 876 1,068 993 943 921

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 

* 数値については、環境省の「平成１１年度～２０年度一般廃棄物実態調査」報告値です。 

* 環境省の一般廃棄物実態調査の調査方法は、外国人登録人口を含まないことになっているため、人口

は外国人登録人口を含まない数値で計算しています。 
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３ 減量化・資源化 

本市の資源化量は、全体的に減少傾向にあり、特に紙・布類は、平成１４年度３，９２８t をピーク

に平成２０年度では２，８２８t と大幅に減少しています。ペットボトルは、ほぼ横ばい傾向です。総

排出量に対する集団資源回収を含む資源化率は、平成２０年度で２２．４％となっています。 

なお、中間処理施設資源化量を含めますと、平成２０年度の本市の資源化率は２８．５％となります。

これは、埼玉県内の自治体の資源化率の２４．２％を４．３％上回っています。また、県内７０の自治

体の順位でみると、２３位に位置しています。 

 

資源化量と資源化率

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

資源化量 資源化率

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

26.0%

集団資源回収量 ビン カン

ペットボトル 資源プラスチック 紙・布類

有害ごみ 事業系 資源化率

(ｔ) (%)

 

* 資源プラスチックは、平成１３年度から一部地域で分別収集、平成１４年度市全域で分別収集を実施。 

 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 

紙・布類 

集団資源回収量 

ビン類 

資源プラスチック類 

カン 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

資源化率 

事業系ごみ 

有害ごみ 
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再 資 源 化 量 

          （単位：ｔ） 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

ビン 1,087 1,048 1,002 1,020 982 

カン 542 531 520 519 453 

ペットボトル 330 328 333 349 343 

資源プラスチック 631 644 667 676 656 

紙類・布類 3,629 3,757 3,709 3,307 2,828 

有害ごみ 53 54 49 45 42 

小計 6,272 6,362 6,280 5,916 5,304 

事業ごみ 79 70 62 52 18 

集団資源回収 1,743 1,770 1,556 1,510 1,556 

合計（資源化量） 8,015 8,132 7,836 7,426 6,878 

ごみの総排出量 32,005 32,650 32,543 31,259 30,665 

資源化率 25.0% 24.9% 24.1% 23.8% 22.4% 

 

*資源化率（％）＝資源化量÷ごみの総排出量 

*端数処理をしているため合計が合わない場合があります。 

*中間処理施設の資源化量は、含んでいません。 

 

本市では、容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）第

８条に基づき、平成８年に富士見市分別収集計画を策定し、現在までに４回の改定作業を行い、ごみの

減量化と循環型社会の構築のための施策を推進しています。 

分別収集の対象となる容器包装廃棄物の素材は、鋼製・アルミニウム製のほか、紙・ダンボール製、

無色・茶色などのガラス製や、プラスチック製のものとなっており、それぞれの種類ごとの分別収集計

画量を定めています。 

  

（1） 定期資源回収 

本市の定期資源回収は、資源回収業者で構成されている東入間資源リサイクル協同組合（市指

導で組合化）との協定により実施しています。市内の資源ごみの定期回収を奨励制度により推進

する事業です。資源回収業者の育成に効果的であるほか、委託契約による回収に比較し、市民・

事業者・行政の協働と信頼関係により市の財政負担が膨らまない回収事業となっています。平成

５年６月１日より実施しています。 

 

（2） 集団資源回収 

本市では平成２年に集団資源回収実施団体奨励金交付制度を導入し、紙（新聞、ダンボール、

雑誌、紙パック）・布類やカン類、生ビン類を回収する団体（営利を目的としないものに限る）

に対し、奨励金を交付しています。これにより、資源循環の促進のほかにも、地域による自主的

な資源回収の推進、地域コミュニティの活性化などが促進されました。 

 

集団資源回収実施団体数 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

団 体 数 57 団体 56 団体 51 団体 57 団体 59 団体 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 
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（3） 生ごみ処理機（器）の購入補助（平成２１年度をもって補助制度は廃止されました。） 

コンポスト型容器については、平成２年度より 1基３，０００円、バケツ型（ＥＭ）容器につ

いては、平成１０年度より 1基１，０００円、電気式生ごみ処理機については、平成１２年度よ

り１基２０，０００円を上限に、市内購入は１／２、市外購入は１／３の購入補助を実施しまし

た。 

 

生ごみ処理容器および電気式生ごみ処理機の普及状況（補助金交付実績ベース） 

ＥＭバケツ コンポスト 電気式生ごみ処理機 
年度 

補助件数 設置数 補助件数 設置数 補助件数 設置数 

平成 16 年度 2 件 2 台 6 件 7 台 35 件 35 台 

平成 17 年度 8 件 8 台 3 件 3 台 27 件 27 台 

平成 18 年度 6 件 8 台 8 件 10 台 25 件 25 台 

平成 19 年度 0 件 0 台 9 件 11 台 22 件 22 台 

平成 20 年度 6 件 8 台 11 件 14 台 12 件 12 台 

平成 21 年度 11 件 18 台 5 件 5 台 9 件 9 台 
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５ 中間処理施設 

(1) 現状 

富士見市内から排出される一般廃棄物は志木地区衛生組合（本市と新座市、志木市で昭和３９

年に一部事務組合を結成）の処理施設にて処理されています。志木地区衛生組合とその施設の概

要は以下のとおりです。 

*資源化に関連する施設は、富士見環境センターに集約されています。 

 

（名称）志木地区衛生組合 

（構成市）志木市・新座市・富士見市 

（処理面積）５１．５６k㎡ 

          志木市９．０６k㎡、新座市２２．８０k㎡、富士見市１９．７０k㎡ 

（処理人口）３３４，０８１人（平成２１年４月１日現在） 

（所在地）事務局 富士見市大字勝瀬４８０番地 

      

     ①  富士見環境センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見市大字勝瀬４８０番地 

施設概要 

■可燃物処理施設 

竣工年度：昭和６１年３月 

処理方式：全連続燃焼式（ストーカー式焼却炉） 

処理能力：１８０t／２４H（９０ｔ×２基） 

 焼却灰含有重金属処理施設 

処理能力：１５ｔ／２４H  

 集塵灰含有重金属処理施設 

 処理能力：３．６ｔ／２４Ｈ 

ダイオキシン恒久対策施設（排ガス高度処理施設） 

■粗大ごみ破砕処理施設 

竣工年度：昭和６１年３月 

処理方式：回転せん断衝撃式横型破砕式 

処理能力：３０ｔ／５Ｈ 

■有価物回収施設 

竣工年度：昭和６１年３月 

処理方式：手選別コンベヤーライン式 

処理能力：３１ｔ／５Ｈ 

■アルミ缶プレス機 

竣工年度：昭和６１年３月 

処理方式：圧縮処理式 

処理能力：３ｔ／５Ｈ 

■蛍光管破砕機 １基 

現状 
ダイオキシン恒久対策工事（平成１２年８月完成）を行なう

とともに、施設の一部改良工事で延命化を図った。 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 
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②資源化施設・リサイクルプラザ利彩館併設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③新座環境センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見市大字勝瀬４８０番地 

施設概要 

■資源プラスチック処理施設 

処理能力：２６ｔ／５Ｈ 

処理方式：圧縮梱包処理式 

竣工年度：平成１４年２月 

現状 
平成１３年１１月に、資源プラスチック分別処理施設稼動。 

平成１４年 ４月に、リサイクルプラザ利彩館開館。 

新座市大和田３丁目９番１号 

施設概要 

■新座環境センター西工場 可燃物処理施設 

竣工年度：平成６年９月 

処理方式：全連続燃焼式（ストーカー式焼却炉） 

処理能力：９０ｔ／２４Ｈ 

ダイオキシン恒久対策施設（排ガス高度処理施設） 

■新座環境センター東工場 可燃物処理施設 

竣工年度：平成１５年２月 

処理方式：全連続燃焼式（ストーカー式焼却炉） 

処理能力：９０ｔ／２４Ｈ 

ダイオキシン恒久対策施設（排ガス高度処理施設） 

■粗大ごみ処理施設 

竣工年度：昭和５４年１月 

処理方式：切断処理方式 

処理能力：５ｔ／５Ｈ 

現状 

新座東工場については、ダイオキシン恒久対策工事（平成１５

年２月完成）を行なうとともに、施設の一部改良工事で延命化を

図った。 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 







 26

８ 減量・資源化に対する市の施策、市民の活動 

身近な環境を守り育てるために、それぞれの主体が単独でできる活動は限られています。低炭素化社

会の実現に向けて、市民・事業者・行政が一体となり、それぞれの役割に応じた活動をしていく必要が

あります。 

 

（1） 富士見市環境施策推進市民会議 

  環境の保全および創造を目指す市民、事業者、行政がそれぞれの立場に応じた役割分担で連携、

協力しながら互いに自主的な行動を推進していく組織として平成１５年６月に発足しました。 

     現在では、市内を４ブロック（鶴瀬東・鶴瀬西・水谷・南畑）に分け、地域に根ざした活動を展

開しています。（平成２２年度推進員１２５名） 

 

（2） 富士見市環境審議会 

市長の諮問に応じ、環境の保全および創造に関する事項を調査し、審議します。また、必要に

応じて環境の保全および創造に関する基本的事項について、市長に意見を述べることができます。

環境審議会は学識経験者４名、事業者４名、市民団体４名、公募市民３名の合計１５名で構成さ

れています。 

 

（3） 富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会 

       富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会は、環境に関する施策について行政内部の総合

的な調整や計画の進行管理を行う組織で、関係各課の所属長１５名により構成されています。 

 

（4） 地域ボランティア団体の活動 

       投げ捨てられたごみや、道端に放置されたままの犬の糞などがないきれいなまちをつくるため

には、市民一人ひとりが自分の住むまちの環境に関心を持ち、活動していくことが必要です。 

       本市では、町会や自治会、子供会育成会などの団体からの協力により、環境美化活動（ごみゼ

ロ運動）を実施し、地域の環境美化意識の向上に向けた啓発活動を行なっています。 

 

ごみゼロ運動取組み実績 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

団 体 数 37 団体 48 団体 39 団体 41 団体 47 団体 

活動回数合計 55 回 60 回 54 回 53 回 59 回 

参加人数合計 5,078 人 4,310 人 4,818 人 4,510 人 6,100 人 

 

（5） 公共施設の排出生ごみの堆肥化 

       給食センターなど公共施設から排出される生ごみについては、早期に減量・資源化する手法

として、堆肥化プラントを持つ専門業者が一括して回収・堆肥化処理する方法を実施しています。

平成２１年度は約９０tを堆肥化し、市民に無償提供しています。 

 

（6） 公園剪定枝葉のチップ化 

       公園で剪定された枝葉はチップ化し、ぬかるみ対策および雑草対策として公園等にまかれ

ています。平成２１年度はチップ化によって３３t の剪定枝葉が２５ｔ減量されて８ｔのチ

ップとなり、資源として活用されました。 
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９ 環境啓発活動の現況 

環境教育は、人間が環境に与える影響についての理解と関心を高め、次世代を担う子どもたちの環境

を大切にする心を育てるために重要な役割を果たしています。また、環境教育は学校教育現場だけに限

らず、家庭や地域の様々な場面で行なわれています。 

 

（1） 富士見ふるさと祭り環境コーナーでの活動 

富士見ふるさと祭りの環境コーナーでは、来場者が環境について学びながら楽しめるような内

容で企画参加をしています。環境関連団体や事業所に呼びかけ様々な企画やフリーマーケットな

どを行なっています。 

また、市民総合体育館の展示会場では、身近な環境や地球温暖化問題などのパネルのほか、市

内小中学生による環境問題啓発ポスターの優秀作品を展示しています。平成２２年度は４０１点

の応募があり、その内の１６点を優秀作品として選び、入賞者を表彰しています。 

 

（2） 市内小中学校での環境講座の開催 

将来の社会を担っていく子どもたちが、人と環境との関わりについて学び、関心を高められる

機会として、本市では市内小中学校からの依頼により、環境に関する出前講座を行なっています。 

平成２１年度は市内小中学校での出前講座を２回実施しました。 

 

（3） 「富士見市の環境」の発行 

        本市の環境の状況や環境に関する施策を定期的に報告するために、年次報告書「富士見市の

環境」を発行しています。 

 

（4） 環境情報の提供 

本市では、市広報紙やホームページでの情報発信はもとより、市民団体などからの依頼により、

環境に関する出前講座を行なっており、平成２１年度は出前講座（市内小中学校でのものを除く）

を３回実施しました。 

また、本市と富士見市環境施策推進市民会議との共催により、環境に関する様々なテーマを題

材とした講演会（環境講座）を実施しています。 

 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 



 28

１０ 不法投棄の現況 

（1） 不法投棄の回収量 

        不法投棄物の回収とごみゼロ活動によるポイ捨てごみの回収量は、以下のとおりです。家電

リサイクル法の施行に伴い、自治体では収集できなくなった家電４品目（エアコン、テレビ、

冷蔵庫、洗濯機）の不法投棄が依然として多く、平成２１年度だけで８７件の不法投棄があり

ました。 

 
不法投棄物およびポイ捨てごみの回収量（処理困難物を除く）   （単位：kg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） 不法投棄の発生件数 

       平成２１年度の不法投棄の発生件数と場所内訳は以下のとおりです。減少傾向にありますが、

依然として多くの不法投棄が発生している状況です。 
 

不法投棄発生件数                （単位：件） 

    場所 

年度 
ごみ集積所 公 園 その他 合 計 

平成１７年度 145 90 159 394 

平成１８年度 99 60 146 305 

平成１９年度 90 9 127 226 

平成２０年度 72 3 153 228 

平成２１年度 84 7 91 182 

 

（3） 不法投棄がもたらす財政負担 

不法投棄やごみゼロ活動などにより回収されたごみを処分する際の財政負担は、以下のとお

りです。処理費総額は減少傾向にあります。 

 

不法投棄がもたらす財政負担                        （単位：円） 

    負担 

年度 
処理委託費等 

不法投棄家電 

リサイクル料金 

志木地区衛生 

組合負担金* 
処理費総額 

平成１７年度 761,512 254,728 744,511 1,760,751 

平成１８年度 937,866 222,615 624,810 1,785,291 

平成１９年度 853,965 246,440 573,497 1,673,902 

平成２０年度 457,485 205,380 428,980 1,091,845 

平成２１年度 403,619 268,798 441,622 1,114,039 

（注）平成１８年度からは自動車リサイクル手数料を含む。 

*志木地区衛生組合負担金とは、各市の搬入量に基づき割りあてられる負担金の概算値のことです。 

ごみゼロ活動によるポイ捨てごみ収集量    内容 
年度 不法投棄物重量 

空きカン その他のごみ 
平成１７年度 30,340 140 13,420 

平成１８年度 20,080 200 17,800 

平成１９年度 17,840 340 18,560 

平成２０年度 14,760 40 13,580 

平成２１年度 13,760 420 15,100 

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状 





 30

第２章 ごみ処理評価 

１ 既存計画の達成状況 

「富士見市一般廃棄物処理基本計画・第１次計画」（平成６年３月策定）の各施策の達成状況につい

ては、３３ページの「４ ごみ処理計画評価シート」のとおりです。なお、各計画の総合評価は以下の

とおりです。 

 

（1） 排出抑制計画・資源化計画 

       目標に対する既存計画の具体的な施策の達成状況は、ごみ処理計画評価シートにおいて、１９

項目中９項目は目標を達成、９項目は検討・実施はしているが目標を達成していない、１項目は

未着手です。 

また、既存計画の平成２２年度の減量化後の処理対象量は７９０g（ｇ/人・日）ですが、平成

２０年度の排出量は８０７（ｇ/人・日）で、計画目標値に対し達成率は９７．９％となります。 

 

減量化目標量に対する達成状況                    

 平成 20 年度の実績量 平成 22 年度の目標量 達成率(%) 

１人 1日あたりの 

ごみの量(ｇ) 
807 790 97.9 

 

（2） 収集・運搬計画 

       目標に対する既存計画の具体的な施策は、ごみ処理計画評価シートにおいて、５項目中５項目

を達成しています。 

  

（3） 中間処理計画・最終処理計画・施設整備計画 

この各部門計画は、平成１６年に志木地区衛生組合において一般廃棄物処理基本計画の改訂を

実施したため、既存計画の評価を行なわないこととします。 

 

２ 国および県の目標値との比較 

廃棄物処理法の基本方針に掲げられている１人１日あたりのごみの量、資源化率、最終処分率に関す

る目標との比較では、平成２２年度における国および埼玉県の目標値を達成しています。 

 

富士見市 国 埼玉県 
項     目 

平成 20 年度 平成 22 年度 平成 22 年度 

ごみの量 １人１日あたりのごみの量（ｇ）*1 807 1,056 975 

資源化率  *2 廃棄物からの資源回収率（％） 28.5 24 27 

最終処分率 *3 廃棄物のうち最終処分される割合（％） 5.3 13 － 

（注）*1 １人１日あたりのごみの量（ｇ/人・日）は、ごみの総排出量（３０，６６５ｔ）÷人口÷ 

３６５日により計算しています。数値が低いほど排出量が少ないこととなります。 

*2 資源化率は、総資源化量（中間処理施設の資源化量を含む）÷ごみの総排出量（３０，６６

５ｔ）により計算しています。数値が高いほど資源化が進んでいることとなります。 

*3 最終処分率は、最終処分量÷ごみの総排出量（３０，６６５ｔ）により計算しています。数

値が低いほど最終処分の割合が低く最終処分量の減量が進んでいることとなります。 
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３ 類似団体との比較 

 本市での平成２０年度の実績値と類似団体との比較を行なった結果、資源化率の項目は平均値を下回

り、他の項目では平均値を上回る結果となっています。 

 

              項    目 富士見市 埼玉県平均 類似団体平均 

１人１日あたりのごみの量（ｇ） 807 989 921 

資源化率（％） 28.5 24.2 28.8 
循環型 

社会形成 

最終処分率（％） 5.3 6.6 6.1 

経済性 １人あたり年間処理経費（円）*4 9,812 13,756 11,692 

 （注）数値は、環境省の「平成２０年度一般廃棄物実態調査」報告値です。 

    *4 環境省の一般廃棄物実態調査の調査方法は、外国人登録人口を含まないことになっているため、

人口は外国人登録人口を含まない数値で計算しています。処理経費が低いほど効率的な処理が進

んでいることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類似団体（自治体） 

本市とともに志木地区衛生組合構成市の志木市と新座市および人口規模や財政規

模が類似した近隣の自治体の朝霞市・和光市・戸田市・入間市･ふじみ野市の７市を

類似団体（自治体）としました。 

国の「ごみ処理基本計画策定指針」の中では、ごみ処理の評価方法について、国の

基準値との比較評価に加えて、類似団体の平均値を基準値とした比較評価を求めてい

ます。 

○国の「ごみ処理基本計画策定指針」のごみ処理の評価方法（抜粋） 

客観的な評価の方法は、標準的な評価項目について数値化し、当該数値について次

の方法のいずれか、または次の方法の組合せにより評価を行なうこととする。 

ア 当該市町村で設定した目標値を基準値とした比較による評価 

イ 国の目標値を基準値とした比較による評価 

ウ 全国または都道府県における平均値や類似団体の平均値を基準値とした比較に

よる評価 

なお、この３つの方法の中で、類似団体間の比較分析を行なう方法は、他市町村と

比較して優れている点、不十分な点を把握し、その理由を分析し、市町村間で情報共

有することによって、市町村が自らの一般廃棄物処理システムを改善することが可能

となる。したがって、類似団体間の比較分析をできるだけ実施することが望ましい。 
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指標値は、類似団体の平均を１００として、本市との比較を行なっています。図の四角形が大きいほ

ど良好な状況にあることを示しています。類似団体と比較して見ると、本市がこれまで推進してきた排

出抑制効果により、１人１日あたりのごみの量、最終処分率、１人あたり年間処理経費は、類似団体よ

りも高い評価となっており、資源化率については、類似団体よりもやや低い評価となっています。 

 

類似団体との指標値比較     

レーダーチャート（平成２０年度実績） 

114

117

99

109

50

150
１人１日あたりのごみの量の指標値

資源化率の指標値

最終処分率の指標値

１人あたり年間処理経費の指標値

富士見市

埼玉県平均

類似団体

  

              項    目 富士見市 埼玉県平均 類似団体 

１人１日あたりのごみの量の指標値 *1 114 93 100 

資源化率の指標値 *2 99 84 100 
循環型 

社会形成 
最終処分率の指標値 *3 109 88 100 

経済性 １人あたり年間処理経費の指標値 *4 117 84 100 

（注）*1 １人１日あたりのごみの量の指標値は、類似団体を１４ポイント上回り、ごみの減量化が進ん

でいる状況を示しています。 

*2 資源化率の指標値は、類似団体を１ポイント下回り、ごみの資源化が類似団体よりも劣ってい 

る状況を示しています。 

*3 最終処分率の指標値は、類似団体を９ポイント上回り、最終処分量の減量化が進んでいる状況 

を示しています。 

*4 １人あたり年間処理経費の指標値は、類似団体を１７ポイント上回り、ごみ処理経費の削減が 

進んでいる状況を示しています。
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第３章 ごみ処理の課題 

１ ごみ処理の課題 

本市のごみ処理・資源化の現状分析とごみ処理の評価を行なった結果、全体の課題は以下のとおりで

す。 

 

(1) 市民・事業者・行政が協働してごみの減量化・資源化を推進すること。 

(2) 適切で安全安心な中間処理と最終処分を推進すること。 

  

なお、個別の項目の課題は以下のとおりです。 

 課         題 

排  出 

○排出抑制は類似団体との比較では、一定の成果を得ていますが、

更なるに発生・排出抑制の推進を図る必要があります。 

○可燃ごみの組成では紙類が約５０％を占め、次いで厨芥類が１

５～１６％となっています。また、志木地区衛生組合構成市の

志木市と新座市と比較し、本市の直接搬入ごみや、粗大ごみ量

が近年増加傾向にあることやごみ集積所への排出等、具体的な

現状把握や原因を調査することが求められています。事業系ご

みの排出は、家庭系のごみ集積所への排出等の課題もあり現状

把握がより重要となっています。 

減量化・資源化 

○分別と資源化には市民・事業者・行政の協働と協力が重要です。 

減量化・資源化意識の高揚が実践につながる具体策を研究・検

討します。また、町会等と富士見市環境施策推進市民会議との

連携や地域リーダーの育成を進めながら減量化・資源化に対す

る意識を深めていかなければなりません。 

○志木地区衛生組合や構成市の志木市や新座市ともに減量・資源

化の課題検討を積極的に進めていく必要があります。 

○家庭ごみ有料化の研究 

行政の責務としての一般廃棄物処理に関する業務のあり方を確

認した上で、ごみの排出抑制や家庭ごみの排出量に応じた負担

の公平化を図る手段の一つとして志木地区衛生組合や構成市の

志木市や新座市とともに研究を進めることが求められていま

す。 

収集・運搬 

○直接搬入者の増加は、分別の不徹底や志木地区衛生組合内の作 

業効率の低下を招き、併せて受付事務の負担が増すという結果

も生んでいます。効率的かつ経済的で環境的にも負荷の少ない

方法を検討していかなければなりません。 

○高齢者やお体の不自由な方を対象にした「ふれあい収集」は、

これからの高齢世帯や一人暮らし世帯の増加に備えた更なる効

果的な施策を講じる必要があります。地域の協力体制も含めた

見直しが求められます。 
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中間処理 

○一般廃棄物を処理するためには中間処理施設の安定的な稼動が

不可欠です。中間処理施設の維持管理は志木地区衛生組合で行

なっていますが、稼動開始から３０年以上経過している設備の

経年劣化を視野にいれた中・長期的な施設、設備の維持計画の

作成が求められています。 

○現有施設の維持管理は、計画的に実施していくことが必要です。 

同時に、前記の課題改善に必要な設備の拡充も検討する必要が

あります。また、ごみ処理の考え方は、燃やす方向から他の方

向を新たに模索する検討も始まっています。世界・国・県等の

動向を注目していく必要があります。 

最終処分 

○最終処分場をもたない本市では、最終処分地を管外に依存して 

いるため、常に処分地の確保が不安定な状況にあります。また、 

現在の委託先の埋め立て残存容量には限りがあります。資源化

や減量化と併せ、１００％地区内処理の可能な方法の検討を進

めていく必要があります。 

学習・啓発活動 

○基本である３Ｒ運動を進めるとともに一歩進めた形として「リ

フューズ」（Refuse＝ごみとなる物を持ち込まない持ち込ませな

い）を加えた４Ｒ運動の啓発を進めます。また、ごみの減量・

資源化を学ぶ機会の充実を図り、ボランティア活動等を通じた

市民との協働が求められています。 

○富士見環境センターリサイクルプラザ「利彩館」の市民の利用

促進を更に推進する必要があります。 

不法投棄対策 

○撤去のための負担は減少傾向にあるものの、依然として不法投

棄は続いています。啓発活動と併せ市民のモラル向上のための

施策も求められますが、以前から決め手となる具体策が難しい

のが実情です。関係者・団体等との連携を図りながら、捨てに

くい環境づくりの研究を進めていく必要があります。また、２

市１町（富士見市・ふじみ野市・三芳町）の環境課等による連

絡協議会を設置し広域的な取組として情報交換や対策等を進め

ていく必要があります。 

ごみ処理費 

○老朽化したごみ処理施設の維持更新や収集費用の増加が今後予

測されます。 

○さらなるコスト削減を行うために市民や事業者へのごみ減量の

啓発とともに民間事業者へ市の直営収集事業の委託の推進等を

含め、コストを意識したあらゆる方法の比較検討が重要です。 
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第４章 ごみの将来予測 

１ 人口将来予測 

本市の将来の人口は、基準年次の平成２１年で１０６，６５１人、中間年次の平成２７年で１０７，

０４６人、目標年次の平成３２年で１０６，８５３人となっています。 

なお、平成２１年の本市の総人口に占める６５歳以上の割合は、１９．３％ですが、平成３２年では、

２５．８％となり、高齢化率の上昇が見込まれます。反面、０歳から１４歳の占める割合は、１４％か

ら１０．９％となり、少子高齢化の人口構成が予測されます。 

 

 

14,898 13,202 11,660

71,171 68,292 67,675
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（出典：年齢区分別推計＜富士見市第５次基本構想・前期基本計画＞） 
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２ 事業活動将来予測 

富士見市内の事業所数は、昭和から平成初頭にかけて増加していて、昭和５３年には１，９９２事業

所だったものが平成８年には３，１２４事業所まで増えています。しかし、そこから緩やかに減少し、

平成１８年には２，９６０事業所になっています。 

従業員数も事業所数の伸びに伴って昭和から平成初頭にかけて大きく伸びていましたが、平成８年以

降は微増するにとどまっています。平成１８年で見ると一事業所あたり約７．５人となっています。 

 

                        
（出典：事業所・企業統計調査） 

 

 現在、我が国の人口は減少傾向にあります。また、今日の社会経済状況を考慮すると以前のような経

済発展の見込みは厳しい状況にあると言えます。 

 本計画では、上記の要因を考慮し、本市の事業所数および従業員数については、現状維持を基本に考

察しました。当然、今後の市内の商業開発の状況によっては、差異が生じる可能性があるものと考えま

す。 

 

事業所数および従業員数の推移 
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３ ごみ発生量将来予測 

(1)  ごみ発生量 

将来のごみ排出量は、人口に直接関連する家庭系ごみ、人口に直接関連するとは限らない事業

系ごみ、市民自らが分別回収を行う集団資源回収の三種類に分けてそれぞれの値を算出します。 

      家庭系ごみの排出量は１人１日あたりのごみの量を実績の傾向（トレンド法）をもとに重量を

推計します。 

その値から 

 

１人１日あたりのごみの量×人口×１年間の日数 

 

により総重量を推計します。 

得られた家庭系ごみの排出量中の値にごみ品目ごとの重量比率をかけて種類ごとの重量を推計

します。 

      事業系ごみは実績の傾向（トレンド法）をもとに全体の重量を算出します。得られた値にごみ

品目ごとの重量比率をかけて種類ごとの重量を推計します。 

      集団資源回収の排出量は、実績の傾向（トレンド法）をもとに全体量を推計します。 

また、資源化率（ごみの総排出量に対する資源の割合）については上記の推計により得られた

値から割り出します。 

 

(2) 予測方法 

ごみ排出量の予測計算は、過去のごみ量の実績から回帰式（関数式）によって将来値の予測

を行う数学的方法（回帰予測）により行なうこととします。回帰式は①線形式（単純な増加ま

たは減少を示す直線式：y＝a＋bx）、②対数式（経年とともに増加率または減少率が縮小してい

く曲線式：y＝a＋blogx）、③累乗式（経年とともに増加率または減少率が増大していく曲線式：

y＝axb）、④指数式（年次とともに穏やかに増加または減少していく曲線式：y＝abx）の４種類

を使用します。今後のごみ排出量は現状から横ばいで推移すると思われます。よって、回帰式

で割り出した値の中から、基準値となる平成２１年度の値にもっとも近い数値の予測を用いま

す。 

家庭系ごみと集団資源回収の排出量予測の基となる実績は、ごみの分別方法が現在と同じ９

種類１４分別の収集体制をとり始めた平成１４年度から平成２１年度までのものを使用します。 

      事業系ごみの排出量予測については、平成１２年度から平成２１年度までの過去１０年分の実

績を使用します。 

 

回帰式（関数式） 

回帰分析で求められる一次方程式のこと。 

回帰分析とは、複数の変数間を一次方程式の形で表現する分析方法（統計処理）。 

ごみ排出量の予測計算では、過去の年度ごとのごみ排出量の実績から将来の排出量を

予測する方法として用いられる手法。 

回帰式としては、上記①～④の四種類の式が一般的に使用される。 

本章の式およびグラフで使用されるｙはごみの排出量、ｘは年度を表す変数に該当し

ます。 
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(3)  家庭系ごみの将来予測 

家庭系ごみの１人１日あたりの排出量予測は以下のとおりとなっています。ごみの排出量は、 

平成１７年度をピークに下がり続けていますが、現在と同じごみ排出抑制対策のみで今後１０

年間同一のペースで下がり続けるとは考えられません。本計画では平成３２年度における排出

量が平成２１年度の排出量に最も近い対数式による予測を採用します。 

 

 

0
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（単位：g/日） 
（実績）←    →（予測） 
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 (4) 事業系ごみの将来予測 

事業系ごみの年間排出量予測は以下のとおりとなっています。事業系ごみの排出量は事業所の

数とほぼ同じ量で推移していくものと仮定し、本計画では平成３２年度の排出量が基準年度に最

も近い指数式による予測を採用します。 

 

 

3,300
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（単位：ｔ/年） 
（実績）←    →（予測） 
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  (5)  集団資源回収の将来予測 

集団資源回収の年間回収量予測は以下のとおりとなっています。集団資源回収量は平成１２

年度をピークに下がり続けていますが、過去３年は若干の増加傾向にあります。よって、本計

画では比較的減少傾向の小さい累乗式による予測を採用しています。 

 

 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31H32

（年度） 実績 線形 対数 累乗 指数

    (6)  ごみ排出量の将来予測 

これまで割り出した将来予測をふまえると、ごみ全体の将来予測は次ページ記載の表のとお

りとなります。総排出量で見ると、中間年次の平成２７年度は３０，７８９ｔ/年、目標年次の      

平成３２年度は３０，５０１ｔ/年となります。 

なお、この数値については現状のまま推移した場合のものであり、今後の法や制度の変更は

加味されていません。ごみの排出量等に影響を及ぼす変更が生じた場合は数値も変動するもの

と考えます。 

（単位：ｔ/年） 

（実績）←    →（予測） 
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（単位：ｔ／年） 
ごみ排出量の将来予測・推計値 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
106,783 106,849 106,914 106,980 107,046

655 653 651 649 647
25,545 25,538 25,400 25,338 25,282
18,719 18,714 18,613 18,567 18,526

861 861 856 854 852
746 746 742 740 739

5,219 5,217 5,189 5,176 5,165
457 457 455 454 453

1,008 1,008 1,002 1,000 998
664 664 661 659 657
357 357 355 354 353
41 41 41 41 41

647 647 643 642 640
729 729 725 723 721

1,058 1,058 1,052 1,049 1,047
18 18 18 18 18

239 239 238 237 237
4,001 4,003 4,005 4,008 4,010
3,959 3,961 3,963 3,966 3,968

19 19 19 19 19
23 23 23 23 23
1 1 1 1 1

21 21 21 21 21
1 1 1 1 1

1,526 1,518 1,510 1,503 1,497
31,072 31,059 30,915 30,849 30,789総排出量

ビン(事業)
カン(事業)
ペットボトル(事業)

粗大ごみ

家庭ごみ(１人ｇ/日)

資源

集団資源回収

雑誌(定期)

資源

ビン

新聞紙(定期)

プラスチック

年度

事業系ごみ

人口

紙パック(定期)
布類(定期)

家庭系ごみ
可燃ごみ
不燃ごみ

可燃ごみ

カン

不燃ごみ

ダンボール(定期)

ペットボトル
有害ごみ

 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
107,007 106,969 106,930 106,892 106,853

645 644 642 641 639
25,274 25,134 25,066 25,002 25,009
18,521 18,418 18,368 18,321 18,326

852 847 845 843 843
738 734 732 730 731

5,163 5,135 5,121 5,108 5,109
452 450 449 448 448
997 992 989 987 987
657 654 652 650 650
353 351 350 349 349
41 41 40 40 40

640 637 635 633 633
721 717 715 713 713

1,047 1,041 1,038 1,036 1,036
18 18 18 18 18

236 235 234 234 234
4,013 4,015 4,017 4,020 4,022
3,971 3,973 3,975 3,978 3,980

19 19 19 19 20
23 23 23 23 23
1 1 1 1 1

21 21 21 21 21
1 1 1 1 1

1,491 1,485 1,480 1,474 1,470
30,778 30,634 30,563 30,496 30,501

事業系ごみ

カン
ビン

不燃ごみ
粗大ごみ
資源

紙パック(定期)
布類(定期)

年度
人口

家庭系ごみ
可燃ごみ

ペットボトル(事業)
集団資源回収
総排出量

資源
ビン(事業)

可燃ごみ
不燃ごみ

カン(事業)

家庭ごみ(１人ｇ/日)

プラスチック
ペットボトル
有害ごみ
新聞紙(定期)
ダンボール(定期)
雑誌(定期)
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(7)  資源化率の将来予測 

ごみ排出量から算出される将来の資源化率は、現行の水準で推移していくとすると下記のと

おりの予測となっています。 

資源化総量とは家庭系ごみのうち資源（カン、ビン、プラスチック、ペットボトル、有害ご

み、新聞紙、ダンボール、雑誌、紙パック、布類）の合計量と事業系ごみの資源（ビン、カン、

ペットボトル）の合計量と集団資源回収の排出量を合計したものです。 

この予測から見るとごみの総排出量も減りますが、資源化総量も減るため、資源化率はほと

んど変化がありません。資源化率を上げるためには、新たな施策を講じる必要があります。な

お、中間処理後の数値を資源化総量に組み込んでいないため、県が発表している資源化率の数

値とは異なっています。 

 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

総排出量(t)　（Ａ） 31,072 31,059 30,915 30,849 30,789

資源化総量(t)　（Ｂ） 6,767 6,758 6,721 6,702 6,684

資源化率(t)　（Ｂ/Ａ） 21.8% 21.8% 21.7% 21.7% 21.7%

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

総排出量(t)　（Ａ） 30,778 30,634 30,563 30,496 30,501

資源化総量(t)　（Ｂ） 6,677 6,642 6,623 6,604 6,602

資源化率(t)　（Ｂ/Ａ） 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.6%
 

 

 

(8) 土地利用計画の変更に伴う予測 

「富士見市第５次基本構想・前期基本計画」の市街地整備事業（鶴瀬駅西口土地区画整理事

業・鶴瀬駅東口整備事業・住宅市街地総合整備事業・水子・諏訪地区整備事業・シティゾーン

整備推進事業・リブレーヌ都市整備事業）の進捗によっては、今後の人口動向や事業所数の推

移にも変動が生じるものと推察されます。当然、その変化は廃棄物の発生の将来予測にも影響

があると考えていますが、現時点における本計画の将来予測では、上記の要因は加味せずに考

察しました。 
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第５章 ごみ処理基本計画 

１ ごみ処理の基本理念 

本市における将来に向けたごみ処理の基本理念は、地球環境の保全や人と自然が共に生活していく

社会を持続させるとともに将来を担う子どもたちに引き継ぐべき環境を考慮し、低炭素化社会の実現

に向けた資源をムダにしない環境にやさしい循環型社会の形成です。 

これらのことをふまえ、本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

           低炭素化社会の実現に向けた 

資源をムダにしない環境にやさしい循環型社会 

 

 

これは、環境への負荷を減らすため、市民・事業者・行政の協働による循環型社会の達成を目指して

いくことを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低炭素化社会とは 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの中で寄与度の大きい二酸化炭素の排出が少な

い社会のことです。 

2007 年（平成 19 年）5月に政府が発表した政策パッケージ「クールアース 50」におい

て、生活の豊かさの実感と二酸化炭素の排出削減が同時に達成できる社会の姿として

提唱されたものです。 

2008 年（平成 20 年）7 月には、2050 年までに温室効果ガス排出量を現状よりも 60～

80％削減するとする低炭素社会への具体的な道筋を示した行動計画が閣議決定され、

具体的な推進が行われています。 

2009 年から 2010 年にかけて行われたエコポイント、エコカー減税・補助金などは、こ

の行動計画による新制度です。 
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２ ごみ処理基本方針 

基本理念のもとに、市民・事業者・行政が協働して、低炭素化社会の実現に向けた資源をムダにしな

い環境にやさしい循環型社会を達成するため、３つの基本方針を定めます。 

 

基本方針Ⅰ 環境に配慮した取組みの推進 

環境に配慮した環境負荷の少ない安全で安心な廃棄物の処理と将来を担う子どもたちに引き継ぐべ

き低炭素化社会の実現に向けた事業推進を図ります。 

 

基本方針Ⅱ ４Ｒのさらなる推進 

市民、事業者、行政が一体となり、ごみの減量化・再資源化を進めるため、４Ｒ（リフューズ・リデ

ュース・リユース・リサイクル）のさらなる推進を図ります。 

分別の区分の見直しを引き続き行い、分別を徹底することで、ごみの資源化を推進します。 

 

基本方針Ⅲ 市民・事業者・行政のパートナーシップの構築 

ごみの分別化や資源化を推進するためには、市民・事業者・行政が、それぞれの役割と責務を果たす

ことが必要です。 

行政は、情報の提供を密にしながら、市民・事業者との連携をこれまで以上に進め、パートナーシッ

プを構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４Ｒの例示 

リフューズ（Refuse） 

リフューズとは、ごみとなる物を持ち込まない持ち込ませないということで、 

不要な物を買わない・断ることです。 

（例１）スーパーのレジ袋や包装紙、割り箸などを購入時に断る。 

（例２）本当に必要な物以外を衝動買いしない。 

 

リデュース（Reduce） 

リデュースとは、物を大切に使い、ごみを減らすことです。 

（例１）ある物で間に合わせる、もらわない。 

（例２）買い物にはマイバッグを持参する。 

 

リユース（Reuse） 

リユースとは、使える物は、繰り返し使うことです。 

（例１）詰め替え用の製品を選ぶ。 

（例２）いらなくなった物を譲り合う。 

 

リサイクル（Recycle） 

リサイクルとは、資源を繰り返し利用することです。 

（例１）資源とごみは異なるため、正しく分別する。  

（例２）ごみを再生して作られた製品を利用する。 

第２編 第５章 ごみ処理基本計画 



 47

(1)  ごみ処理体系図 

 

基本理念 基本課題 基本方針 部門計画 

家庭系ごみ 
環境に配慮した

取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生・排出抑 

制・資源化計

画 

市民・事

業者・行

政が協働 

してごみ

の 減 量

化・資源

化を推進

すること 

 

事業系ごみ 

４Ｒのさらなる

推進 

収集運搬計画 

中間処理計画 

低炭素化社

会の実現に

向けた資源

をムダにし

ない環境に

やさしい循

環型社会 

 

 

適切かつ

安全安心

な中間処

理と最終

処分を推

進するこ

と 

 

 

 

 

 

 

市民・事業者・行

政のパートナー 

シップの構築 

 

最終処分計画 
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第６章 ごみ減量化目標 

１ 国の計画目標 (現段階) 

一般廃棄物の減量化目標について、国は次のように計画を策定しています。 

 

○第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月２５日閣議決定） 

平成３７年頃を目標に循環型社会形成の中長期なイメージをつくっており、その中で一般廃棄物

減量化に関する平成２７年度の取組指標が設定されています。 

 

(1) １人１日あたりのごみ排出量を平成１２年度から平成２７年度にかけて約１０％削減する。 

   （ごみ排出量とは生活系ごみ、事業系ごみ、資源ごみ、集団資源回収、定期資源回収等など排出

されるごみ全てを指します。） 

(2) １人１日あたりの生活系ごみ排出量を平成１２年度から平成２７年度にかけて約２０％削減す

る。 

（生活系ごみの中には資源ごみ、集団資源回収、定期資源回収等、資源として回収されるものは

含みません。そのため、富士見市における家庭系ごみとは定義が異なります。） 

(3)  事業系ごみの排出量を平成１２年度から平成２７年度にかけて約２０％削減する。 

（事業系ごみについては、事業所によって規模の違いや年ごとの事業所数の変動が大きいため、

事業所単位ではなく事業系ごみの総量で考えます。） 

 

２ 埼玉県の計画目標 (現段階) 

 一般廃棄物の減量化目標について、埼玉県は次のように計画を策定しています。 

 

○埼玉県廃棄物処理基本計画（平成１８年３月） 

平成２２年度を目標とした、排出量・再生利用率・最終処分量に関する一般廃棄物の減量目標値

が設定されています。 

 

(1)  県民１人１日あたりの排出量を平成１５年度より４％削減する。 

 (2)  再生利用率を平成１５年度の２１．８％から２７％に増加する。 

（サーマルリサイクル量を加えた再生利用率は、平成１５年度の６１．８％から７０％に増加） 

(3) 最終処分量を、平成１５年度より３０％削減する。 

(4)  県外最終処分量を、平成１５年度より３４％削減する。 
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４ 国・県・市の目標値の比較 

 環境省の平成２０年度一般廃棄物処理実態調査によると、本市における１人１日あたりのごみの量は

８０７ｇとなっています。全国平均では１人１日あたりのごみの量は１，０３３ｇであり、比較すると

少ない排出量となっています。また人口１０万人以上５０万人未満の自治体の中で、「リデュース(1 人

1 日あたりのごみの量)取組みの上位１０位市町村」では全国９位（平成２０年度）となっています。 

以上のことから本市のごみ排出量は現状を維持し続けることが重要であると言えます。また、新たな

施策を講じることで、更なるごみの減量化に取り組んでいきます。資源化率については、現状では、県

の目標値には到達していませんが、平成３２年度までの目標達成を目指します。前項までの国・県・市

の目標値をまとめた比較は以下のとおりとなります。 

 

国・県・市の目標値の比較 

実績

H20年度 H22推計値 H27目標値 H32目標値

25,043 25,631 23,988 21,431

県の計画に基づく値 25,805

4,067 3,998 3,857 3,640

集団資源(t) 1,556 1,535 1,718 2,305

30,666 31,164 29,563 27,376

国の計画に基づく値 30,118

実績

H20年度 H22推計値 H27目標値 H32目標値

807 814 771 716

国の計画に基づく値 805

649 658 614 548

県の計画に基づく値 671

実績

H20年度 H22推計値 H27目標値 H32目標値

資源ごみ(家庭)(t) 5,304 5,236 5,343 5,554

集団資源(t) 1,556 1,535 1,718 2,305

資源回収量(t) 6,878 6,794 7,082 7,880

22 22 24 29

県の計画に基づく値 27.0
資源化率(%)

事業系ごみ(t)

区分
予測

区分
予測

１人１日あたりのご
みの量（家庭系）
(g)

１人１日あたりのご
みの量(g)

区分
予測

総排出量(t)

家庭系ごみ(t)

 

*H２２推計値は第２編第４章(6)ごみ排出量の将来予測の値 
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第７章 基本施策 

１ 発生・排出抑制・資源化計画 

(1)  計画目標 

本市では、これまで定期資源回収奨励金制度および集団資源回収奨励金制度等を導入して、ごみ

の排出抑制や資源化の推進に取り組んできました。 

   これからの排出抑制の方策にあたっては、市民・事業者・行政がそれぞれの立場から役割を分担

し協働しながら、まず確実にできることから取り組み、ごみの排出抑制推進に努めます。また、国

の政策では３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）が推進されていますが、本市では、より積

極的な廃棄物の排出抑制を行なうために、さらに１Ｒを加えた４Ｒ（リフューズ・リデュース・リ

ユース・リサイクル）を推進していきます。また、ごみの発生や排出の抑制・資源化計画等をもと

に一般廃棄物処理事業に関する費用の更なる効果的・効率的な運用を行なうことで、新たな財源を

生み出し、市民サービスのより一層の向上を目指します。 
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家

庭

系

ご

み 

 

 

収集・分別・収集体制等の将来計画 

 

ごみの種類 収集形態 排出方法 収集方法 収集回数 

紙パック 

新聞 

雑誌 

ダンボール 

布類 

－  

 

①紙 

雑紙 

定期資源回収 

（協定業者） 

専用あみ袋 

②ビン類 

③カン類 

専用カゴ 

④ペットボトル 

⑤資源プラスチック 

専用あみ袋 

資源ごみ 

⑥有害ごみ 

⑦不燃ごみ 

専用カゴ 

 

 

週１回 

⑧可燃ごみ 

委託業者 

透明袋 

ごみ集積所

収集 

週２回 

 

⑨粗大ごみ 直営 － 
戸別収集

(有料) 

随時 

（予約制） 

⑩ふれあい収集 直営 専用カゴ 戸別収集 週１回 

⑪事業系ごみ 許可業者 透明袋等 － 随時 

⑫直接搬入 － － 排出者 
随時 

（予約制） 

⑬集団資源回収 登録業者 － 排出者 随時 

⑭災害廃棄物の処理・処分 

・災害発生時の廃棄物の処理・処分は埼玉県、志木地区

衛生組合及び志木地区衛生組合構成自治体の志木市、

新座市とも連携し迅速且つ具体的に対応する。 
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４ 最終処分計画 

(1) 計画の目標 

現在の廃棄物の処理過程では、すべての廃棄物を循環させ、資源化することは困難で、処理の

最終段階では埋め立てをしなければならない粗大・不燃残渣や焼却残渣が発生します。これらは、

最終処分場に埋め立て処分されますが、現在、市内に最終処分場がないことから、すべての不燃

残渣や焼却残渣を、市外の県営処分場や県外の民間の最終処分場へ運搬し処分しています。全国

的に一般廃棄物最終処分場の残余年数は約１８年と推計されており、このまま埋め立てを市外の

民間最終処分場等を中心に依存した場合、最終処分先が確保できなくなるおそれがあります。最

終処分量についても、志木地区衛生組合と連携した排出抑制・再資源化を推進し、削減に取り組

んでいきます。 

 

 

 

埼玉県全体の最終処分量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県全体の一般廃棄物の処理・処分の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * 再生利用率、最終処分率は、処理・処分合計に対する割合です。 

 

※（出典：埼玉県一般廃棄物処理基本計画） 

 

 

  

 

0
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250

H15 H16 H17 H18 H19 H20

158 149 139 127 124
94

88
82

79
75

58
75

246 231
218

202
182

169

年度

県
外

県
内

(千ｔ／年)

実績

平成20年度

(基準年) 基準年比 基準年比 基準年比

再生利用量 619 655 1.06 644 1.04 631 1.02

(再生利用率）* (24.2%) (25.5%) - (25.7%) - (25.9%) -

減量化量 1,768 1,749 0.99 1,723 0.97 1,681 0.95
最終処分量 169 161 0.95 141 0.83 127 0.75

(最終処分率）* (6.6%) (6.3%) - (5.6%) - (5.2%) -

2,556 2,565 1.00 2,508 0.98 2,439 0.95処理・処分合計

予　　　測

平成22年度 平成27年度 平成32年度
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５ 基本施策のまとめ  

 

 

（１）基本施策のまとめ

計　画 目　標

中間処理・最終処分計画については、志木地区衛生組合と連携し、計画を推進する。

最終処分場の整備

環境に配慮した物品の使用促進

収集・運搬体制の合理化、効率化

高齢者やお体の不自由な方の収集運搬体制の
充実

ごみ集積所管理システムの充実

環境フェア、環境講座等の催事を通じた循環
型社会形成のための啓発や学習機会の提供

新たな資源化

一般廃棄物会計基準の導入促進

ごみの排出抑制、資源化を基本とした地域社
会づくり

全ての関係者が一体となった取組みによる環
境負荷の低減

バイオマスの研究

クリーンエネルギー自動車の導入

市民・事業者・行政のパートナーシップの確
立

家庭ごみ有料化の研究

エコアクション21・ISO14001の導入啓発

過剰包装の抑制

市民・事業者・行政が協働で作成した富士見
市環境基本計画に則り、環境保全全体の見地
からのごみ減量への取組み

発生源の排出抑制

最終処分計画

発生・排出抑制
・資源化計画

収集・運搬計画
市民のサービスの適正化と合理的、効
率的な収集・運搬体制の整備

処理システムの整備と安定した処理を
可能とする体制の確保

環境に配慮した埋立処分の実施及び安
定した処分を可能とする体制の確立

中間処理計画

排出抑制の推進

長期的な安定処分先の研究

家庭系ごみ

事業系ごみ

施策の内容

食品廃棄物の排出抑制

資源化率向上の取組
（雑紙・廃食用油・剪定枝の回収の実施等）

生ごみ減量化の推進（水切りの啓発）

環境教育・学習の充実

市民への意識啓発

店頭・販売店回収の促進

第２編 第７章 基本施策 



16 

６ 数値目標 

 

  

  

  

  

実績 

平成 20年度 

中期目標 

平成 27年度 

計画目標 

平成 32年度 

ごみの総排出量(t) 30,666 29,563 27,376 

ごみの排出量(t)（家庭系） 25,043 23,988 21,431 

１人１日あたりの 

ごみの量(g) 
649 614 548 

 

 

ごみ排出量 

 

 
ごみの排出量(t)（事業系） 4,067 3,857 3,640 

総回収量(t) 6,878 7,082 7,880 

資源化率(%) 22 24 29 

資源ごみ回収量(t) * 5,304 5,343 5,554 

 

資源回収量 

 

集団資源回収量(t) 1,556 1,718 2,305 

*資源としてリサイクルが可能なごみ。紙、布、カン、ビン、ペットボトル、プラスチック類等が上げられる。  
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７ 市民・事業者・行政の役割 

 

 市民・事業者・行政がそれぞれの立場で次の役割を確実に遂行することが求められます。 

 

市 民

の役割 

 

 

☆ 自らがごみの排出者であるという自覚を持ち、ごみの発生の抑制を意識したライフ

スタイルへの転換を図る。 

・マイバックの持参・簡易包装の選択・生ごみの水切りの徹底。 

・必要なものだけを買い、使い捨て製品を買わない、使わない。 

 

☆ 分別収集・資源回収とともに、様々な環境問題の学習機会や啓発活動等を積極的に

活用し、低炭素化資源循環型社会構築のために、自ら学び実践していく。 

・不要になったものは分別収集のルールに従って排出する。 

・資源回収への参加。（雑紙を分別し、資源ごみとして活かす） 

・環境に関する学習活動や啓発活動・地域のクリーン作戦等のイベントへの参加。 

・不法投棄をしない、させないための自覚と監視。 

 

 

事業者

の役割 

 

 

☆ 事業活動によって発生するごみの排出者であるという自覚を持ち、ごみの減量化・

資源化を行う。 

・適正な方法で自ら処理する・分別収集への参加。 

・自主的なリサイクル活動を行う。（食品廃棄物の排出抑制等） 

・ごみ排出や処理基準を遵守し適正な負担を担う。不法投棄をしない、させない自覚と監視を行な

う。 

☆ できるだけごみになりにくくリユース・リサイクルしやすい製品、製造過程や処分

で環境負荷の少ない製品の製造、販売に努める。 

・簡易包装の促進・環境に配慮した商品の販売・分別に役立つ品質表示・修理等保守体制の充実。 

 

☆ 低炭素化資源循環型社会構築への認識を深め、エコアクション２１やＩＳＯ１４０

０１の導入等、環境経営システムの活用および市民・行政が協働し開催する環境問

題の学習機会や啓発活動等に積極的に参加する。 

 

 

行 政

の役割 

 

 

☆ ごみの排出状況を的確に把握し、４Ｒの推進を基本に排出抑制や適正処理を行なう

ためのプランを構築する。 

・「富士見市環境基本計画」「一般廃棄物処理基本計画」に則った施策の推進。 

・収集運搬、管理体制の合理化、効率化・お年寄りやお体の不自由な方への収集体制の充実。  

・一般廃棄物会計基準の導入・家庭ごみ有料化の研究。 

 

☆ 低炭素化資源循環型社会構築に向けた情報発信や学習機会・啓発活動等の開催。 

 

☆ 市民・事業者が協働し主体的に取り組む環境保全活動への支援。 

・富士見市環境施策推進市民会議を始めとする環境保全団体活動への支援。 

 

☆ 災害発生時の廃棄物の処理・処分 
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第 3 編 生活排水処理基本計画 
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第１章 生活排水処理の現状 

１ 生活排水処理フロー（平成２０年度） 

 

 

 

 

し尿 

生活雑排水 

公共 

下水道 

新河岸川水循環センター 

（埼玉県下水道公社） 

合併処理 

浄化槽 

単独処理 

浄化槽 

汲取り 環境クリーンセンター 

（入間東部地区衛生組合） 

焼却 再利用 

埋め立て 

公
共
用
水
域
（
河
川
） 

し渣 砂礫（沈砂） 

生活排水 処理形態 

浄化槽汚泥 

浄化槽汚泥 
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２ 生活排水処理の状況 

富士見市の生活排水処理は県荒川右岸流域下水道で行われていますが、下水道へ接続されていない地

域のし尿は、富士見市、ふじみ野市、三芳町で構成されている入間東部地区衛生組合で行われています。

水洗化人口は下水道、浄化槽の普及とともに年々増加しています。 

 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

住民基本台帳人口（人） 103,203 103,477 104,063 104,386 105,267 

外国人登録人口（人） 1,397 1,479 1,515 1,603 1,734 

総人口（人） 104,600 104,956 105,578 105,989 107,001 

水洗化人口（人） 90,425 91,776 92,884 93,018 93,404 

浄化槽人口（人） 13,189 12,214 11,847 12,169 12,850 

汲取り人口（人） 986 966 847 802 747 

*人口は各年度の 3月 31日時点での人口です。 

 

３ 下水道整備状況 

富士見市では都市化による都市型水害や河川などの公共用水域の水質悪化を防ぐため、汚水と雨水を

分けて流す分流方式により公共下水道整備を進めています。本市の公共下水道事業は｢荒川流域下水道

整備総合計画｣において、荒川右岸流域下水道の関連公共下水道として位置づけられ、汚水については

昭和５７年８月より、公共下水道の供用が開始され、和光市にある荒川右岸流域下水道の終末処理場で

下水処理を行ない新河岸川に放流されています。 

 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

処理区域面積(k ㎡) 821 825 828 832 837 

総人口（人）(A) 104,600 104,956 105,578 105,989 107,001 

処理区域内人口(人)(B) 94,460 95,794 96,817 97,044 97,906 

水洗化人口(人)(C) 90,425 91,776 92,884 93,018 93,404 

普及率(%) (B)/(A) 90.3 91.3 91.7 91.6 91.5 

水洗化率(%) (C)/(B) 95.7 95.8 95.9 95.9 95.4 
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４ し尿・浄化槽汚泥の処理状況 

(1) し尿・浄化槽汚泥処理量の推移 

      富士見市のし尿および浄化槽汚泥の処理量の推移状況は下記のとおりとなっています。 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

汲取り人口（人） 986 966 847 802 747 

浄化槽人口（人） 13,189 12,214 11,847 12,169 12,850 

し尿汲取り量(kl) 1,483 1,532 1,423 1,266 1,236 

浄化槽汚泥量(kl) 4,349 4,142 4,156 4,510 4,429 

合計処理量(kl) 5,832 5,674 5,579 5,776 5,665 

 

 

(2) し尿・浄化槽汚泥の収集運搬 

し尿や浄化槽汚泥の収集は許可業者（３社）が行なっています。し尿汲取り手数料は、月一回

汲取る場合、基本料金が１世帯あたり８５０円、１人ごとに３００円ずつ加算されます。浄化槽

の清掃手数料については、浄化槽の大きさや種類ごとに各社で設定した料金となっています。 

 

（3） し尿・浄化槽汚泥の処理 

市内で排出されるし尿および浄化槽汚泥は入間東部地区衛生組合の環境クリーンセンターで

処理されています。処理量は下水道の普及に伴って減少傾向にありましたが、現在は横ばい状態

にあります。 

現施設は昭和６１年に竣工しましたが、平成１８年１０月から老朽化による維持管理経費を抑

えるため、処理工程を簡素化した下水道放流としています。処理に伴って生じた残渣については

入間東部地区衛生組合から搬出され、焼却ないし再利用または埋め立て処分されています。 

 

構成市町 富士見市・ふじみ野市・三芳町 

所在地 ふじみ野市駒林１０６６番地 

処理能力 ３９kl／日 

処理方式 標準脱窒素処理方式＋下水道放流 

竣工年月 
昭和６１年１月 

平成１８年１０月下水道放流へ改造 

残渣処分方法 
し渣（夾雑物）：ふじみ野市上福岡清掃センターへ搬出 

砂礫（沈砂）：市外へ搬出後、再利用または埋め立て処分 

運転管理体制 直営 
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第２章 生活排水処理計画 

１ 管理主体 

富士見市の生活排水の管理主体は下記のとおりです。 

設備 対象となる生活排水の種類 管理主体 

下水道 し尿および生活排水 富士見市 

単独処理浄化槽 し尿 各所有者等 

合併処理浄化槽 し尿および生活排水 各所有者等 

し尿処理施設 し尿および浄化槽汚泥 入間東部地区衛生組合 

 

２ 処理目標 

「富士見市生活排水処理基本計画」は、平成３７年度を目途に市内全世帯の水洗化を計画しています。

整備手法については、公共下水道整備を主に進めていますが、計画期間内の整備の見込みが難しい地域

や、投資効率が著しく低いと判断される地域など、合併浄化槽で対応したほうが望ましい場合も考えら

れることから、全地域を下水道で対応するのではなく、地域ごとに最も適していると思われる方法をと

ることとなっています。富士見市一般廃棄物処理基本計画・第２次計画の計画年度は平成３２年度まで

となっていますが、本市の生活排水処理基本計画をもとに合併浄化槽の整備計画も含めて検討していき

ます。 

 

３ 処理計画 

(1） 下水道の計画的整備 

     人口や市街化区域の動向をふまえ、下水道の整備を計画的に進めていきます。また、現存する

未整備区域において、計画期間内の整備の見込みが難しい地域や投資効率が著しく低いと判断さ

れる地域は、それぞれの地域性を考慮に入れながら整備方法を検討していきます。 

 

（2） 下水道の普及と適切な維持管理 

     現在富士見市の公共下水道普及率は９１．５％ですが、今後一層の普及率向上を図るとともに

公共下水道の適切な管理に努めます。 

 

（3） 合併処理浄化槽の普及促進 

下水道整備計画の動向を考慮に入れながら汲取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換を促進します。単独浄化槽から合併浄化槽に転換するための費用や浄化槽の法定点検に

対する補助制度等も検討していきます。 
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第３章 し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

１ 収集運搬計画 

(1)  収集運搬の目標 

市内で発生するし尿については、迅速かつ衛生的な収集運搬体制を維持します。また、家庭の

汲取り便槽から出る生し尿の処理については、処理対象人口がゼロになるまで現在の体制を維持

しますが、同時に量が少なくなった段階で浄化槽の導入や下水道への接続を促す等の対応も検討

していきます。 

 

（2） 収集区域の範囲 

収集区域は富士見市全域とします。 

 

２ 処理計画 

(1)  処理の目標 

    下水道整備の状況を考慮しつつ、市内で発生するし尿・浄化槽汚泥の全量を入間東部地区衛生

組合の環境クリーンセンターで適正に処理していきます。 

 

（2） 施設の適正な維持管理 

    処理施設の適正な維持管理を行なうため、今後も入間東部地区衛生組合と連携していきます。 

 

(3) 最終処分の目標 

    し尿処理施設から発生する最終処分の対象物は、受入槽などの水槽内に溜まる砂礫（沈砂）と

前処理工程で出るし渣（夾雑物）です。これらは入間東部地区衛生組合から搬出され、焼却ない

し再利用または埋め立て処分されています。今後も適正な最終処分体制を維持できるよう入間東

部地区衛生組合と連携していきます。 
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第１章  ごみ処理・資源化今後の課題  

１  環境負荷を低減する低炭素化資源循環型社会の構築  

 

２  ごみ処理・資源化のＰＤＣＡサイクルの確立  

 

 

 ３  高齢社会への対応 

 

 

４  市民・事業者・行政の協働と連携の強化  
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 「環境負荷を低減する低炭素化資源循環型社会」の構築を推進するためには、一般廃棄物処理の４Ｒ

のそれぞれの場面における具体的な資源化・減量化施策を繰り返し検証・検討することが重要です。

　また、その施策内容をホームページ・広報・回覧・地域説明会等を通じ広く市民・事業者へ情報提

供し、町会役員などを始めとする地域リーダーや市民・事業者・行政が協働で実践に結びつけて行く

ことが大切です。また、４Ｒのテーマは、環境団体との連携はもとより庁内組織(プロジェクトチー

ム・研究チーム等)の設置、大学等の研究機関、学識者との連携を図る等、実現可能な手法を取り入れ

調査研究を進めていく必要があります。

　「環境負荷を低減する低炭素化資源循環型社会」実現のための行政の責務は、一般廃棄物を処理する

ことにとどまらず、一般廃棄物処理の課題を地球規模で環境問題として捉え、処理計画や行動計画に基

づき具体的に実践をしていくことが求められます。そのためには、ＰＤＣＡサイクルを年度ごとに点

検、見直し、評価を継続する必要があります。

　また、実践した施策については類似団体と比較し評価を行ないながら、ごみの総排出量を削減するこ

とが求められます。とりわけ生ごみの水切り等の市民啓発はすぐに実行できる施策ですので、市民・事

業所・行政の協働と信頼関係で進め、定期資源回収の実践等、本市の優れている事は継続し、努力すべ

き施策を実行することが重要です。

　高齢社会への対応は、重要な行政課題であり、富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画策定の上

でも大きな課題です。本市では、平成２１年度よりごみ出しが困難な方に対して、関係各課と連携をし

ながら、個別収集（ふれあい収集）を行なっています。今後、高齢社会の進捗とともにごみ出しが困難

な方が多くなることが予測されますので、高齢社会に対応した新たな分別方法やごみ回収容器の研究、

ごみの出し方・回収方法等のシステム作りを市民協働で創意工夫しながら研究していく必要があります。

　富士見市のごみの減量・資源化の推進は、富士見市環境施策推進市民会議を中心にした市民団体や環

境行政に関わる多くの事業者等の協働と連携により多くの実績を積み上げてまいりました。　

　今後、「環境負荷を低減する低炭素化資源循環型社会」を推進するためには、富士見市自治基本条例

の精神に則り、ＮＰＯ（環境）団体活動を始め、多くの市民や団体等との協働と連携を更に強化し、町

会役員等の市内各地域のリーダーが環境施策推進の核となるように、協働と連携をこれまで以上に働き

かけていくことが必要です。

　また、国はごみ減量化・資源化を進めるために、「ごみ処理基本計画策定指針」等具体的なガイドラ

インを示しており、「ごみの排出抑制方策の事項」の中では、市町村の役割、住民の役割、事業者の役

割を以下のように定めています。
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(1) 市町村の役割 

① ごみ処理有料化の実施 

② 環境教育、普及啓発の充実 

③ 多量の一般廃棄物排出事業者に対する減量化指導の徹底 

④ 容器包装廃棄物の排出抑制 

⑤ リターナブルビン等およびリターナル容器の利用促進 

⑥ 環境に配慮した物品等の利用促進 

(2) 住民の役割 

① 住民団体による集団回収の促進等 

② 容器包装廃棄物の排出抑制 

③ リターナブルビンを始めとする環境に配慮した物品等の利用促進、使い捨て品の使用抑制等 

(3) 事業者の役割 

① 発生源における排出抑制 

② 過剰包装の抑制 

③ 流通包装廃棄物の排出抑制、リターナブル容器の利用・回収の促進と使い捨て容器の使用抑制 

④ 環境に配慮した物品等の使用促進、使い捨て品の使用抑制等 

⑤ 食品廃棄物の排出抑制 

このような、国の指針のもとに志木地区衛生組合構成自治体(志木市、新座市)とも連携しながら、

行政・市民・事業者が適切な役割分担によりそれぞれの立場で積極的な取組みを図ることが重要です。 

 

５ 低炭素化資源循環型社会に向けた環境施策の方向性 

我が国の資源循環型社会の基本は、廃棄物の処理・処分が主体であり、一般廃棄物処理を担当する自

治体がその課題解決のための大きな責任や義務を負っています。 

これに対しドイツを始めとするヨーロッパ諸国の一般的な考え方は、拡大生産者責任（Extended 

Producer Responsibility 通称ＥＰＲ）であり、さらに、総合生産物政策（Integrated Product Policy 

通称ＩＰＰ）のもとに生産者や消費者を巻き込む制度も立法・制度化がなされています。  

日本でも各種リサイクル関係法で、拡大生産者責任の考え方が浸透しつつありますが、さらに世界で

は、１９９６年にオーストラリアのキャンベラで始まった「ゼロ・ウェイスト宣言」のもとに、無駄や

浪費を無くすという理念をもとに、環境への負荷をより少なくする廃棄物処理を実現化しようとする新

たな環境施策の考え方が広まりつつあります。 

我が国でも、資源循環型社会や環境への負荷を低減するためのひとつの方法として、脱焼却・脱埋め

立てを実現しようとする自治体も登場しています。徳島県上勝町（２００３年９月）、福岡県大木町（２

００８年３月）、熊本県水俣市（２００９年１１月）が「ゼロ・ウェイスト宣言」を行なっています。

また、東京都町田市や千葉県市川市、神奈川県葉山町でも「ゼロ・ウェイスト宣言」の考え方による脱

焼却・脱埋め立てを目指した施策展開が検討されています。併せて、世界では、市民・消費者の立場か

ら、「グリーンコンシューマー」の実践が注目されています。これは環境に負荷をかけないやさしい商

品を選び、必要なものを必要な数だけ、使用・利用しようという考え方です。ヨーロッパやアメリカで

は、６０～７０％が実践されていますが、我が国では１％程度という調査結果があり、また、別の調査

では、４～５％程度の実践にとどまっているという現実もあります。 

このように、一般廃棄物処理に係る施策も大きく変化するとともに新たな環境施策の理念も展開され

ています。今後、低炭素化資源循環型社会に向けた環境施策を検討するためには、自治体においても、

これまで以上にグローバルな視点を十分検証し検討することが重要です。 

 

第４編 第１章 ごみ処理・資源化今後の課題 



 75

第２章 生活排水処理今後の課題 

１ 生活排水処理今後の課題 

（1） 生活排水処理施設整備の見直し 

    日本経済の現状や高齢社会の到来により、下水道整備の進捗状況は当初の計画に比較し緩やか

に進められています。また、埼玉県では平成１６年度策定の「埼玉県生活排水処理施設整備構想」

の見直しを進めています。見直しの中では「浄化槽処理区域」の中から「浄化槽整備区域」の積

極的な設定が提起され、合併浄化槽による生活排水処理施設整備も検討されています。 

  今後は県の構想見直しも視野に入れ、合併浄化槽整備による生活排水処理の手法も検討しなが

ら、環境保全のための効果的かつ効率的な施策を推進することが必要です。 

（2） し尿・浄化槽汚泥の処理 

    現在、下水道整備計画区域以外のし尿・浄化槽汚泥は、入間東部地区衛生組合「環境クリーン

センター」で処理されています。今後、下水道整備の進捗によっては、より快適な生活環境の維

持と自然環境保全の見地から合併浄化槽処理の手法の検討も求められています。 

 各家庭の浄化槽では、し尿以外の生活雑排水も混入されるため、浄化槽機能が十分に発揮され 

るよう、定期的に点検・清掃をし、適正な管理がされるように浄化槽管理者（市民）に対して周 

知していかなければなりません。 

    また、入間東部地区衛生組合「環境クリーンセンター」の施設の老朽化についての対応や、今

後、浄化槽汚泥の受け入れ比率が高くなることが想定されることから、入間東部地区衛生組合構

成市町（ふじみ野市・三芳町）と連携し、処理規模に応じた、し尿処理施設のあり方について処

理コストや維持管理面など、あらゆる観点から研究・検討する必要があります。 
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埼玉県生活排水処理施設整備構想（平成１６年８月策定） 

○基本方針 

  構想の見直しにあたっては、汚水処理施設の各々の特性、経済性等を総合的に勘案

し、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法を選択する。 

① 集合処理が適した地域には、下水道や農業集落排水施設などの集合処理施設の

整備を進める。 

② 居がまばらな地域や、起伏が激しいなど集合処理が適していない地域には合

併処理浄化槽の計画的な普及を進める。 
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１ 富士見市一般廃棄物処理基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 富士見市一般廃棄物処理基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため、富士見市一

般廃棄物処理基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 基本計画に関する事項について調査及び検討を行うこと。 

(2) 基本計画の素案を市長に提出すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は委員１５人以内をもって組織し、市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでの期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長はその議長となる。 

２ 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。 

３ 委員会は、必要に応じて分科会を設けることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、まちづくり環境部環境課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

資料編 



08 

２ 一般廃棄物処理基本計画策定委員会委員名簿 

（委員長◎ 副委員長○）順不同 ・敬称略 

区   分 氏   名 所   属 

 会議審境環 雄三 川谷長◎

 会議審境環 ＊ 惠  澤北○知識経験を有する者 

 会議審境環 正  内竹 

 合組生衛区地木志 津見直  池菊
行政 

 合組生衛区地部東間入 治映  橋髙

 輸運掃清和協社会式株 一良  根関
事業者 

松田  新一郎 東入間資源リサイクル協同組合 

 議会民市進推策施境環 雄善  野清

 議会民市進推策施境環 輝義  藤遠

 議会民市進推策施境環 信正  賀古

 議会民市進推策施境環 恒知  野大

 議会民市進推策施境環 行秀  間坂

 議会民市進推策施境環 一精  内木

市民団体 

 議会民市進推策施境環 實  田富

 民市募公 爾莞  原吉 民市募公

＊ 北沢 惠委員は任期途中で退任されました。 

 

区   分 氏   名 所   属 

アドバイザー 澤田  譽啓 エコアクション２１審査人 

 

 

３ 富士見市一般廃棄物処理基本計画第 2 次計画策定経過 

(1) 一般廃棄物処理基本計画策定委員会等 

 容  内 日催開

平成 22年 6月 21日（月） 

委嘱状交付式および第 1回会議 

○委員長、副委員長選出  

○講話「環境・ごみ問題の背景と一般廃棄物処理基本計画」 

○その他 

平成 22年７月 22日（木） 

第２回会議 

○策定スケジュール  

○目次 

○第 1編の概要検討 

平成 22年 8月 25日（水） 

第３回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第２編第１章の検討 

平成 22年 9月 29日（水） 

第４回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第２編第２章、第３章の検討 

資料編 
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平成 22年 10月 20日（水） 

第５回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第２編第４章の検討 

平成 22年 11月 10日（水） 

第６回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第２編第５章の検討 

平成 22年 12月 1日（水） 

第７回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第２編第６章・７章の検討 

平成 22年 12月 22日（水） 

第８回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○第３編第１章・２章・３章の検討 

平成 23年 1月 19日（水） 

第９回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)の全体確認 

○パブリックコメントに向けての検討 

平成 23年 2月 16日（水） 

第１０回会議 

○前回の審議結果をふまえた訂正箇所の報告・審議 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)の内容確認 

平成 23年 3月 29日（火） 

第１１回会議 

○パブリックコメントについて 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)の内容確認 

 

(2) 行政関連会議 

 容  内 日催開

平成 22年 7月 26日（月） 

環境にやさしい都市づくり検討委員会 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画策定委員会の進捗状況に

ついて 

平成 22年 10月１日（金） 
環境審議会 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画について 

平成 22年 11月 25日（木） 

環境にやさしい都市づくり検討委員会       

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画（案）の進捗状

況について 

平成 23年 1月 5日（水） 

環境にやさしい都市づくり検討委員会 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画（案）の進捗状

況について 

平成 23年 1月 6日（木） 
政策会議 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)について 

平成 23年 2月 9日（水） 
政策会議 

○富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)について 

 

(3)パブリックコメント 

平成 23年 2月 23日（水） 

～        3 月 23日（水） 

富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画(案)のパブリック

コメントの実施 

資料編 
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水分 10％減少 

４ 生ごみの水分について 

 

生ごみに含まれている水分の割合を含水率といい、百分率(％)で表します。 

含水率（水分）の測定は次のような式によって算出されます。 

 水分(％)＝(W1－W2)÷W1×１００ 

ここで、W1は水分の測定に用いた生ごみの試料(サンプル)の重さ（重量）です。 

W2は、この生ごみの試料(サンプル)を定温乾燥機で１０５±５℃で重さ（重量）が一定値となるまで乾

燥した後の重さ（重量）です。 

従って、W1 － W2は生ごみに含まれている水分の量（重量）となります。 

また、W2 ÷ W1×１００は、生ごみ中の固形分の重さの比（重量比、固形分の百分率％）ということに

なります。 

更に、現状の生ごみ中の水分（含水率）は８０％ですので、固形分は１００％－８０％＝２０％ と

なります。 

この生ごみ中の水分（含水率）を 10％減らして 70％にすると、 

水分(％)＝(W1－W2)÷W1×１００＝７０％の式から、W2 ÷W1×１００＝３０％、即ち固形分の重さ（重

量）は変わりませんが比率は３０％となります。 

今、水分が８０％の生ごみ１，０００kg 中の水分および固形分の量（重さ）は、それぞれ８００kg

および２００kg です。この生ごみの水分を１０％減らし、７０％にすると固形分の量２００kg は変わ

りませんので、このときの生ごみの水分の量は次のようになります。 

水分(％)＝７０％＝水分量(X)÷(固形分量２００kg＋水分量(X))×１００の式より、 

X＝４６７ 即ち水分の量（重さ）は４６７kg となり、生ごみの重さ（重量）は、 

固形分２００kg＋水分４６７kg＝６６７kgとなり、水分が８０％の時の生ごみの重さ（重量）の３分の

２になります。 

生ごみの比重が１．０であれば、体積も３分の２になります。 

比重＝体積÷重量（重さ） 

 

 

 （参考図） 

      水 分 80％             

   固形分 20％             

 

 

 

                        水 分 70％  

                        固形分 30％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   重量：1,000kg                            

重量：1,000kg                              重量：667kg 重量：2/3 

 

 

 

 

 

  

水 分：800kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水 分：467kg 

固形分：200kg 
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５ 生ごみの水切りの工夫 

 

 

台所の生ごみの７０～８０％は水分と言われています。 

重さ１００ｇの生ごみは、固体分は２０ｇで水分が８０ｇと考えられます。この水分を１０％減らすだ

けで、生ごみの重量は約２／３の６７ｇ（－３３ｇ）になると推測できます。 

 

◆ 生ごみの水切りの効果 

 

 ☆ 水分を１０％減らすと、重さが約 1／３程度軽くなり、ごみ処理費の節約ができます。 

 

  ・富士見市の平成２０年度の可燃ごみ排出量は、１８，２４６t です。この中で厨芥類は約１５％程度

ですので、約２，７３６t 程度が台所の生ごみと推測できます。前述したように、ごみの１０％の水

分を減らすだけで約３０％程度のごみ量を減らせられるので、２，７３６t の３０％ですから、水切

りで約８２０t程度のごみが減量できます。平成２０年度の富士見市の１tあたりのごみ処理費は３０，

８００円ですから、約２，５２６万円の財源が節約できることになります。 

 

 ☆ 地球温暖化防止（低炭素化社会の実現）にも貢献します。 

 

・清掃車（2t）が 1年間で４１０台分減らせます。 

・清掃車のガソリンの節約やＣＯ２排ガス（二酸化炭素）の削減にもなります。 

・焼却場の燃料費の節減や燃焼排ガス量（ＣＯ２等）の削減にもつながります。 

 

◆ 生ごみの水切り工夫の３つのポイント  

 

☆ １．ぬらさない ２．乾かす ３．しぼる  

 

１  ぬらさない方法 

（２０％以上の水分を減らすことが可能です） 

・野菜や果物の皮・くず等は、トレイ・容器等に入れてシンクの水しぶ 

   きがかからない場所に置き、一晩置いてごみにから出す。 

 

２  乾かす方法 (右図参照) 

（１０％以上の水分を減らすことが可能です） 

・三角コーナーや水切りアミに入ったごみは一晩置いてからごみへ出す 

・お茶がら、ティーパック等は乾かしてから出す。 

・生ごみカラットの利用（２０～３０％の水分を減らすことが可能） 

 

３  しぼる方法 

（６～８％の水分を減らすことが可能です） 

  ・三角コーナーや水切りアミに入ったごみは、手でしぼる。 

（いらなくなったストッキング、ミカンの網等を利用する） 

  ・水切りグッズ等を利用  

（市販品・不要となったＣＤ・ペットボトル上部を切る等） 

                           

生ごみの乾かし方 

出典 ＮＰＯ生ごみリサイクル 

全国ネットワーク編 

「生ごみのふしぎ」 
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６ 廃棄物処理法に基づく基本方針の変更について（概要）   平成 22 年環境省 

(附)廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針 
１ 経緯 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の２第１項の規定に基づき

定められている「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの基本的な方針」（平成１３年５月環境省告示第３４号）について、平成２２年度以降の廃棄物の減

量化の目標量等を定めることが必要であることに鑑み、また、「廃棄物処理制度の見直しの方向性（意

見具申）」（平成２２年１月２５日中央環境審議会）等をふまえ、所要の変更を行う。 

２ 変更のポイント 

(1) 廃棄物の適正な処理の基本的な方向 

○数次にわたる廃棄物処理法の改正等の対策は、相当程度の効果はあったものの、今なお、廃棄物排

出量の高止まり、不法投棄を始めとする不適正処理等の問題は未解決。 

近年は、世界的な資源制約の顕在化や、地球環境問題への対応も急務となっている。 

○今日的な状況変化に対応し、諸課題の解決を図るべく、循環型社会への転換を更に進めていく必要

がある。 

○その際、低炭素社会との統合の観点にも配慮して取組を進めることで、廃棄物をめぐる問題への対

応は、環境と経済成長とが両立する社会づくりにより一層つながるものとなる。 

 

(2) 廃棄物の適正な処理に関する目標 

○廃棄物の減量化の目標量については、第２次循環基本計画に掲げられた目標と整合をとり、以下の

とおり定める。 

 変更案（平成２７年度目標値） 【参考】現行(平成２２年度目標値) 

排出量 

【一般廃棄物】平成１９年度比約５％削減 

（平成９年度比約９％削減） 

【産業廃棄物】平成１９年度に対し増加を 

約１％に抑制（平成９年度に対し増加を 

約３％に抑制） 

【一般廃棄物】平成９年度比約５％削減 

【産業廃棄物】平成９年度に対し増加を約

１２％に抑制 

再 生 

利用率 

【一般廃棄物】約２５％に増加 

【産業廃棄物】約５３％に増加 

【一般廃棄物】約２４％に増加 

【産業廃棄物】約４７％に増加 

最 終 

処分量 

 

【一般廃棄物】平成１９年度比約２２％削

減（平成９年度比約５９％削減） 

【産業廃棄物】平成１９年度比約１２％削

減（平成９年度比約７３％削減） 

【一般廃棄物】平成９年度比おおむね半分

に削減 

【産業廃棄物】平成９年度比おおむね半分

に削減 

 

(3) 廃棄物の適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

①各主体の役割 

○美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等 

の処理等の推進に関する法律（平成２１年法律第８２号）の趣旨をふまえ、市町村は、海岸漂着物 

等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等に協力するものとする。 

○国の役割として、以下の事項を追加する。 

・「一般廃棄物会計基準」「一般廃棄物処理有料化の手引き」「市町村における循環型社会づくりに 

向けた一般廃棄物処理システムの指針」の更なる普及を図ること。 

・微量ＰＣＢ汚染廃棄物については、無害化処理認定制度の活用等により、安全かつ効率的な処理を 

進めること。 

資料編 
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・循環型社会と低炭素社会を統合的に実現するため、コベネフィット型技術の研究開発や、リユー

ス・リサイクル・熱回収の推進等を進めること。 

・世界的な資源制約の顕在化をふまえ、資源確保の観点にも視野を拡げて廃棄物のリサイクルを推  

進すること。 

②廃棄物の適正な処理を確保するための必要な体制の確保 

○一般廃棄物の収集運搬に関しては、低公害車の導入やバイオ燃料の利用等を進める。 

○廃棄物系バイオマスの利活用は、循環型社会の形成だけでなく、地球温暖化対策にも資することか 

ら、地域の特性に応じた適切な再生利用等を推進することが必要。 

○事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、その産業廃棄物の処理の状況に関する 

確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行なわれることを確保しなけ

ればならない。 

○法を遵守しない悪質な事業者に対し、法的拘束力を伴わない行政指導を繰り返し、営業の継続を許 

容してしまうことが、廃棄物行政に対する国民の不信を招く一因となっていることに鑑み、地方公

共団体は、不適正処理等の違反行為を把握した場合には、迅速かつ厳正に行政処分を行なうべきで

ある。 

③優良な処理業者の育成 

○優良な処理業者の育成のため、国は、能力・実績に関する基準を設定するとともに、基準に適合す 

る処理業者の情報をインターネットにより提供する等の取組を推進する。 

④不法投棄等の不適正処理事案への対応 

○不法投棄等の不適正処理が行われた場合において、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると 

きは、原因者等の責任において支障の除去等の措置を行わせることを基本とし、国は、必要に応じ 

て適切な助言等の支援を行うものとする。 

⑤廃棄物の輸出入（略） 

 

(4) 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項 

①一般廃棄物の適正な処理に必要な処理施設の整備 

○効率的な廃棄物系バイオマスの利活用のための施設整備を進める。 

○一般廃棄物の焼却処理に当たっては、ごみ発電等の熱回収に積極的に取り組む。 

○効率的な汚水処理施設整備を進めるため、地域の特性をふまえた下水道、農業集落排水施設等との 

適切な役割分担の下、浄化槽の整備を連携して実施する。 

○し尿処理施設の整備に際しては、メタン・リン回収設備等を導入するなど、資源の有効利用を図る。 

○災害時にが礫等の災害廃棄物を保管するためのストックヤードを整備する。 

○ストックマネジメントの手法を導入し、廃棄物処理施設の長寿命化・延命化を図る。 

②産業廃棄物の適正な処理に必要な処理施設の整備 

○産業廃棄物の焼却施設の整備に当たっては、熱回収が可能な施設の整備を優先する。 

○微量ＰＣＢ汚染廃棄物や石綿含有廃棄物について、無害化処理認定制度の活用等により処理体制の 

整備を積極的に進める。 

③地域住民に対する情報公開の促進 

○産業廃棄物の多量排出事業者による減量等処理計画については、事業者による自主的な排出抑制、 

再生利用等による廃棄物の減量化を一層推進するため、都道府県等がインターネット等により公表 

することが必要。 

 

(5) その他廃棄物の処理に関し必要な事項 

○レアメタル回収技術に関する研究、廃棄物系バイオマスの利活用推進のための研究、地方公共団体 

の施策と連携した廃棄物処理に係る地域独自の課題についての調査研究、廃棄物熱回収の高効率化 

技術の開発を推進することが必要。 
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７ 第７次埼玉県廃棄物処理基本計画（概要）       平成 22 年埼玉県 
 
１ 計画の趣旨 
  本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５の規定に基づき策定する５か年計画であ 

り、平成２３年度から平成２７年度までを計画期間としている。 
  また、本計画により、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用および適正処理に係る取組を推進し、

持続可能な循環型社会の形成に向けた施策の総合的、計画的な推進を図る。 
 
２ 第６次埼玉県廃棄物処理基本計画の進捗状況について 
  平成２０年度時点では、一般廃棄物の１人１日あたり排出量および最終処分量については、目標を

達している。 
 
 (1) 一般廃棄物 

      １人１日あたり排出量および最終処分量は減少し、再生利用率は増加している。 

※ 第６次埼玉県廃棄物処理基本計画は、排出量について旧定義（上段）を使用している。第７次埼玉県廃 
棄物処理基本計画では、国との整合性を考慮し、新定義（下段）を使用することとする。 

     旧定義 排出量：収集ごみ量＋直接搬入量＋自家処理量 
      新定義 排出量：収集ごみ量＋直接搬入量＋集団回収量 
 

 (2) 産業廃棄物   

     排出量および最終処分量は減少し、再生利用率はほぼ横ばいである。    

※ 第６次埼玉県廃棄物処理基本計画は、排出量について旧定義（上段）を使用している。第７次埼玉県廃 
棄物処理基本計画では、国との整合性を考慮し、新定義（下段）を使用することとする。 

          旧定義 排出量：有償物量を含め、下水汚泥の排出量は焼却灰排出量からの推計とした。 
      新定義 排出量：有償物量を含めず、下水汚泥の排出量は実排出量とした。 
 
 
 
 

実   績 目標値  
平成15年度 平成20年度 平成 22年度 増 減 

旧定義 １,０１４ ９３１ ９７５ ８％の減少 １人１日あたり排出量 ※ 
（ｇ／人・日） 新定義 １,０７２ ９８９ － ８％の減少 
再生利用率（％） ２１.８ ２４.２ ２７ 2.4ポイント増加 
最終処分量 （千 t／年） ２４６ １６９ １７２ ３１％の減少 
 県外最終処分量（千 t／年） ８８ ７５ ５８ １５％の減少 

実    績 目標値     

平成15年度 平成20年度 平成 22 年度 
増 減 

旧定義 １１,０２９ １０,９２０ １０,２５７ １％の減少 排出量 ※ 

（千 t／年） 新定義 １２,７７５ １２,６６０ － １％の減少 

旧定義 ５０.９ ５０.２ ５６ ０.７ポイント減少 再生利用率 ※ 

（％） 新定義 ４０.０ ３７.４ － ２.６ポイント減少 

最終処分量（千 t／年） ２３２ ２０９ １６９ １０％の減少 

 県外最終処分量(千t/年） １９３ １９８ １４５ ３％の増加 
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 (3)  課題と対応  

 
既存施策を拡充するとともに、最終処分場のひっ迫状況などをふまえ、引き続き廃棄物の発生抑制、 

再生利用および適正処理に係る取組を推進する。 
 
３ 計画の目標 
 (1) 一般廃棄物 

    きめ細かな削減対策を進めるため、本計画から、生活系ごみと事業系ごみとを区分して対応する

とともに、最終目標である最終処分量の削減に取り組む。 
 実績値 

(平成２０年度) 

目標値 

(平成２７年度) 

１人１日あたりの生活系ごみ排出量 (ｇ／人・日）         ６９８ ６４２ 

事業系ごみ排出量       （千 t／年） ６０２ ４７８ 

１人１日あたりの最終処分量 （ｇ／人・日） ６５ ５５ 

  
 (2) 産業廃棄物 

    産業廃棄物は景気変動等の影響を受けやすいことを考慮し、最終処分量の削減および最終処分率

の低減に取り組む。 
 実績値 

(平成２０年度) 

目標値 

(平成２７年度) 

最終処分量          （千 t／年） ２０９ １６９ 

最終処分率 ※                          （％） １.６ １.３ 

     ※ 最終処分率とは、最終処分量／排出量×１００である。  
４ 目標達成に向けた施策の展開 

 (1) 施策の方向性 

   目標を達成するため、次の４つの柱により施策を展開する。 

    
 
  

 

第６次計画の主な施策 課  題 必 要 な 対 応 例 
・廃棄物の発生抑制対策 
 

・ごみを出さないライフスタ  
 イルの定着 

・容器包装の簡素化 
・マイバッグ、マイボトルの 
 利用促進 

・リサイクルを活性化さ 
  せる仕組みづくり   

・リサイクルを推進するシス  
 テムの拡充 

・焼却灰のセメント資源化 
・剪定枝リサイクルの推進 

・廃棄物問題に取り組む  
 企業支援 

・リサイクル資材の認知度向 
 上とリサイクル技術の振興  

・リサイクル資材の普及促進 
・環境先端企業の集積 

・公共関与による総合リ 
 サイクル施設の整備  

・安心・安全な処理施設とリ 
 サイクル施設の確保 

・彩の国資源循環工場および環境 
整備センターの拡充 

・不適正処理の監視 ・不法投棄や不適正処理の防止 ・市町村、民間と連携した全県 
的な監視体制の充実 

・負の遺産の解消 
  

・廃棄物の山の撤去 ・行為者に対する改善または撤去 
指導 

ア ごみ減量化等の推進 
イ 廃棄物の適正処理とリサイクルのための施設整備 
ウ 廃棄物処理の技術と安全の向上 
エ 循環型社会を支える人づくり 
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(2)  具体的な施策の展開     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の推進に向けて 

   県は、本計画に掲げた各種施策を実施し、最終処分量の削減その他循環型社会の形成を図るための 
目標を達成します。 

  このため、県は、廃棄物の状況を把握し、発生抑制や適正処理に関する施策の進行を管理するとと 
もに、県民、市町村、排出事業者、廃棄物処理業者の相互の協働関係をより一層強化して、本計画を 
推進していく。 

 
 
 

ア ごみ減量化等の推進 

 (ｱ) 廃棄物の発生抑制の推進 

   ａ 循環型ライフスタイルの促進 

 (ｲ) リサイクルに係る仕組みの充実 

  ａ 新たなリサイクルの推進 

  ｂ セメント工場を活用した廃棄物再資源化の推進 

 (ｳ) バイオマス活用の推進 

  ａ 食品バイオマスの利用促進 

イ 廃棄物の適正処理とリサイクルのための施設整備 

  (ｱ) 環境と経済の両立に向けた取組 

  ａ リサイクル資材の普及拡大 

  ｂ 環境先端企業の集積 

(ｲ) 彩の国資源循環工場の整備・拡大 

  ａ 彩の国資源循環工場によるリサイクルの推進 

  ｂ 最終処分場の確保 

  (ｳ) 廃棄物処理施設整備等の推進 

  ａ 一般廃棄物会計基準の導入促進 

ウ 廃棄物処理の技術と安全の向上 

(ｱ) 廃棄物処理に関する技術の高度化 

  ａ 安心・安全な最終処分場の研究 

(ｲ）不適正処理の監視 

  ａ 廃棄物不法投棄監視対策の強化 

(ｳ) 負の遺産の解消 

  ａ 廃棄物の山の撤去・環境保全対策の推進 

(ｴ) 適正処理の推進 

  ａ 緊急時広域処理体制の確立 

  ｂ 廃棄物排出者責任の徹底・強化  

エ 循環型社会を支える人づくり 
  ａ 環境にやさしいライフスタイルの確立に向けた支援 
  ｂ 環境学習の充実 
  ｃ ３Ｒに係る情報の発信 
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１ 関連法 

環境関連法令体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環
境
基
本
法 

環境一般 

水・土壌・農薬 

公害防止管理者法、環境教育推進法 

グリーン購入法、環境配慮促進法 

工場立地法、環境影響評価法 

循環型社会形成推進基本法 

リサイクル 

廃棄物 

大気・振動 

騒音 

地球環境 

化学物質 

地球温暖化対策推進法、フロン回収破壊法 

新エネルギー法、省エネルギー法 

エネルギー政策基本法 

省エネ・省資源事業活動促進法 

オゾン層保護法、海洋汚染防止法 

廃棄物処理法、特定産業廃棄物法 

特定有害廃棄物法、ＰＣＢ処理法 

資源有効利用促進法 

容器包装リサイクル法、食品リサイクル法 

家電リサイクル法、自動車リサイクル法 

建設リサイクル法 

大気汚染防止法、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 

悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法 

オフロード法、ダイオキシン類対策法 

水質汚濁防止法、湖沼法、浄化槽法、水道法 

下水道法、工業用水法、ビル用水法 

土壌汚染対策法、農薬取締法、農用地法 

化審法、ＰＲＴＲ法、毒劇法 

消防法、高圧ガス保安法 

有害物質含有家庭用品法 
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環境基本法 （平成５年１１月制定） 

 環境保全の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、環境保全

の施策の基本事項を定めている。全ての環境関連法の基本となる法律。 

国、地方公共団体、事業者及び国民の責務は、次の基本理念に則ることとし、環境保全に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると

ともに、人類の福祉に貢献すること等を掲げている。 

○基本理念 

①  現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続

の基盤である環境が将来にわたって維持されること。 

②  健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら

持続的に発展することができる社会が構築され、及び科学的知見の充実のもとに環境の保全上

の支障が未然に防がれること。 

③  地球環境保全が国際的協調のもとに積極的に推進されること。 

 

環境保全に関する基本的施策のなかの環境基本計画では、環境破壊、公害問題、資源の枯渇の恐

れ等の環境問題を引き起こした「大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会」の反省として、「持続

可能な社会」への転換を図っていくために、「循環」「共生」「参加」「国際的取組」という四つの長

期目標を掲げ、その取組に対して、国民、民間団体、事業者、地方公共団体、国等社会を構成する

すべての主体が参加・協力しあうこととしている。 

「循環」については、物質循環をできる限り確保することによって、環境への負荷をできる限り

少なくし、循環を基調とする社会経済システムを実現することとしている。 

○循環に係わる中長期目標 

①  資源消費が少ない、エネルギー効率の高い社会経済システムづくり 

②  「もったいない」の精神も活かした循環の取組の促進とパートナーシップ 

③  ものづくりの段階での３Ｒの内部化 

④  廃棄物の適正な循環的利用と処分のためのシステムの高度化 

 

循環型社会形成推進基本法 

 この法律は、環境基本法の基本理念に則り、それまでの大量生産・大量消費･大量廃棄型の社会

から持続可能な社会への転換を図るために、循環型社会の形成について、基本原則を定め、国や地

方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定

その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保

に寄与することを目的としている。 

環境への負荷を最小限にするような仕組みを目指すための基本的な枠組みを示したもの。 

平成１２年に制定された。 

○基本原則 

①  循環型社会の形成に関する行動が、自主的・積極的に行われることにより、環境への負荷の

少ない持続的発展が可能な社会の実現を推進。 

②  1.発生抑制（リデュース）、2.再使用（リユース）、3.再生利用（マテリアル・リサイクル）、

4.熱回収（サーマル・リサイクル）、5.適正処理の優先順位により、対策を推進する。 

（但し、環境への負荷の低減にとって有効である場合には、この優先順位によらない）。 

③  自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策等と有機的な連携。 

解説編 



 93

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

昭和４５年に、従前の清掃法を全面改正し制定された。 

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分

等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図

ることを目的としている。 

この法律では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物とに定義付け分類わけしている。 

○廃棄物処理法における廃棄物の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容器包装リサイクル法 

「容器包装に係る分別回収及び再商品化の促進に関する法律（平成７年６月制定、平成１８年６月

改正）」の略称。 

 家庭から排出されるごみの排出量の増加分が、容器包装廃棄物とされ、その対策のために制定さ

れた。 

法の目的は、次のとおり。 

①容器包装廃棄物の排出の抑制、②その分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品

化（リサイクル）の促進、③一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用、④廃棄物の適正な処理及

び資源の有効利用を図る、⑤生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与すること。 

 

浄化槽法 

 公共用の水域や海域の水質保全のため、家庭や工場等のし尿処理浄化槽の排水の管理が必要とさ

れ、昭和５８年５月に制定された法律。 

その後、調理・洗濯・入浴等の未処理の生活雑排水による公共用水域の汚染対策が必要となり、

平成１２年６月に本法律が改正された。 

浄化槽を使用する者は、雑排水を合併処理浄化槽で処理した後でなければ、公共用水域には放流し

てはいけなくなった。従来のし尿処理単独処理浄化槽の使用が原則禁止され、合併処理浄化槽しか

設置できなくなった。 

更に、平成１７年５月に改正され、公共用水域の水質保全のために、浄化槽の水質基準が定めら

れ、所定の期間内の水質検査が必要となった。 

 

廃

棄

物 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

ごみ 

 

し尿 

家庭系ごみ 

事業系ごみ 

(事業系一般廃棄物) 

特別管理一般廃棄物 

事業活動に伴って生じた

廃棄物(20 種類) 

特別管理産業廃棄物 

産業廃棄物

以外の廃棄

物 
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２ 用語の解説 

【あ行】 

荒川右岸流域下水道 

埼玉県の広域下水道で、県の南西部の新河岸川流域を中心とする、首都圏４０km 圏内の地域が処理

区域。昭和４６年に川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見

市、上福岡市及び大井町(現、ふじみ野市)、三芳町を処理区域として事業着手、その後、昭和５０

年に川島町、昭和６０年に吉見町を編入し、現在１０市３町を処理区域としている。 

新河岸川水循環センター（和光市新倉地内）は、昭和５６年４月に一部が完成し、現在計画 8系列

の水処理施設のうち、１～４系列及び５系列の２分の１が稼働中（平成１９年度、４４万８千㎥の

汚水を処理）。 

 

一般廃棄物 
廃棄物処理法では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されている。 
家庭から排出されるごみ（家庭ごみ）と、産業廃棄物を除いた商店、事務所、工場等から排出され

るごみ（事業系ごみ）に分けられる。 
 

一般廃棄物会計基準 

廃棄物処理基本方針（平成１７年５月改正）で国が示した市町村の一般廃棄物処理事業の３Ｒ化を進め

るためのコスト分析手法で平成１９年６月に会計基準が公表された。 

「一般廃棄物会計基準」では、一般廃棄物処理事業に関する費用分析を行うための財政書類を作成する

にあたり、費用分析の対象となる費目や費用等の配賦方法、資産の減価償却方法等について標準的な手

法を定めており、「原価計算書」「行政コスト計算書」「資産・負債一覧表」を作成するとしている。 

 
一般廃棄物処理基本計画 
この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に基づき、生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、市町村に策定が義務づけられてお

り、「ごみ処理基本計画」と「生活排水処理基本計画」からなる。 
１０～１５年の長期計画の策定と概ね５年ごとの改訂が望まれる。 
 

一般廃棄物処理実施計画 
一般廃棄物処理基本計画を推進するため、ごみ排出量の見込み、収集運搬から処理・処分、再資源

化の方法等を年度ごとの定めた計画。 
 

EM（Effecttive Microorganisms・イーエム)  
有用微生物群。自然界に存在する人間や自然にとって有用な乳酸菌・酵母・光合成細菌を中心に複

数の微生物を選び出し、その相乗効果を発揮させるのが特徴。 
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入間東部地区衛生組合 

富士見市、ふじみ野市、三芳町が共同で生活排水を処理するために昭和４０年４月に設立。     

環境クリーンセンターでし尿や浄化槽汚泥等の処理を行っている。 

公共用下水道については、荒川右岸流域下水道（新河岸川水循環センター）で処理。 

 

エコアクション２１およびＩＳＯ１４００１ 

環境経営システムを推進するための認証制度。 

エコアクション２１は、広範な中小企業、学校、公共機関などが「環境への取組を効果的・効率的

に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、

公表する」方法として環境省が策定した「エコアクション２１ガイドライン２００９年版」に基づ

く認証・登録制度です。 

ＩＳＯ１４００１は、国際的に認められた第三者認証制度。 

 

【か行】 

回帰式 

回帰分析で求められる一次方程式。 

回帰分析とは、複数の変数間の関係を一次方程式の形で表現する分析方法（統計処理）。 

ごみ排出量の予測計算では、過去の年度毎のごみ排出量の実績から将来の排出量を予測する方法と

して用いられる手法。 

回帰式としては、①線形式（y＝a+bx） ②対数式（y＝a+blogx） ③累乗式（y＝axb） 

④指数式（y＝abx）の四種類が使用される。 

ここでは、yはごみの排出量、xは年度を表す変数。 

 

拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）  
２００１年３月、OECD が完成させた「政府向けガイダンスマニュアル」では、次のように定義さ

れている。 
EPR とは、「生産物に対する生産者の物理的責任のみではなく、更には金銭的責任が当該製品の廃

棄後までに拡大する」とする環境政策の手法であり、 
①責任を、全面的あるいは部分的に地方自治体から製品のライフサイクルの上流にシフトすること、 
②生産者に環境に配慮した製品設計を行うインセンティブを与えること、 
という２つの特徴を有している。 
ここで特に注意が必要なのは、責任(処理責任)を自治体から生産者（より厳密に言えば製品のライ

フサイクルを通して最も制御可能性を有する者）に移転するという点である。 
 

合併処理浄化槽 

し尿や生活雑排水等の汚水を、微生物の働き等を利用して浄化しきれいな水として河川等に流すた

めの施設。 

浄化槽法の改正により、公共下水道が整備されていない地域でトイレが水洗化されたときに設置が

義務づけられている浄化槽。 
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グリーンコンシューマー活動 
グリーンコンシューマーとは、「緑の消費者」の意で、 買い物をするときに、できるだけ環境に配

慮した製品を選んで購入する消費者のことを言う。 
グリーンコンシューマーの活動は、１９８８年にイギリスで展開され、 環境に配慮したやさしい

お店や商品を選ぶ運動として、世界各国で取組が行われるようになった。 
日本では１９９１年、京都で最初の地域版グリーンコンシューマーガイド「買い物ガイド・この店

が環境にいい」が発行され、その後、日本各地にグリーンコンシューマー活動が広まった。 
 

減量化 
焼却等の処理により発生するごみの容積や重量を減らすこと。 
 

公共下水道 
公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管

理する下水道で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものであり、かつ汚水を排

除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう（下水道法、昭和３３年）。主として

市街地で実施される「公共下水道」および農山漁村部や観光地などの環境を守るために実施される

「特定環境保全公共下水道」等がある。 

 

コンポスト 
生ごみやわら、もみがら、木くず、樹皮などの動植物質の有機質物を堆積し、微生物の働きで発酵、

腐熟・堆肥化させた肥料。 
 
【さ行】 

再資源化 
不要になったものやごみとして排出されたものを分別等により資源としてリサイクルすること。ご

みの破砕や焼却等の処理を経由してリサイクルされるものも含まれる。 
 

最終処分 

一般廃棄物および産業廃棄物を埋め立て処分すること。 

処分場としては、安定型（有害物や有害物が付着していない廃プラスチック類、金属くず、ガラス

くずや陶磁器くず等を埋め立てる）、管理型（埋め立て物による地下水等の汚染を防止するために

遮水構造を有している処分場）、遮断型（埋め立て基準値以上の有害物を含む廃棄物を埋め立てる

ために、周囲と隔離するため強固なコンクリート構造物で作られ、雨水流入防止のため屋根等の覆

いが設けられている処分場）がある。 

 

埼玉県生活排水処理施設整備構想 

下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽など生活排水処理施設の効率的かつ適正な整備を進め

ることを目的として、平成１０年度に「埼玉県生活排水処理総合基本構想」として策定された。 

解説編 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25AE%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1991%25E5%25B9%25B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25BA%25AC%25E9%2583%25BD%25E5%25B8%2582


 97

その後平成１４年から１５年度にかけて見直しが行われ、名称も「埼玉県生活排水処理施設整備構

想」（新構想）として改められた。 

○新構想の基本方針 

 構想の見直しにあたっては、汚水処理施設それぞれの特性や経済性等を総合的に勘案し、地域の実情

に応じた効率的かつ適正な整備手法を選択する。 

①集合処理が適した地域には、下水道や農業集落排水施設などの集合処理施設の整備を進める。 

②住居がまばらな地域や、起伏が激しいなど集合処理が適していない地域には合併処理浄化槽の計

画的な普及を進める。 

 

３Ｒ 

循環型社会形成推進基本法で定められている基本原則。 

廃棄物等の発生の抑制（Reduce）、循環資源の循環的な利用（再使用(Reuse)、再生利用(Recycle) ）

の３つの頭文字をとったもの。 

 

志木地区衛生組合 

富士見市、志木市、新座市の３市が共同で一般廃棄物の処理を行うために昭和３９年６月に設立。 

富士見環境センターと新座環境センターの2施設でごみ焼却や粗大ごみ破砕や有価物の回収等を行

っている。 

 

資源ごみ 
資源としてリサイクルが可能なごみ。紙類、布、カン、ビン、ペットボトル、プラスチック類等が

上げられる。 
 

集塵灰 

ごみの焼却処理によって生ずる灰分の一部が燃焼ガス中に飛散し、排ガス処理装置（バグフィルタ

ー等の集塵装置）で捕集（集塵）されたもの。 

 

終末処理場 

下水道の汚水を浄化し、河川、湖沼または海へ放流する下水施設のことである。下水道法では、「終末

処理場」と呼称しており、「下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域または海域に放流するた

めに下水道の施設として設けられる処理施設およびこれを補完する施設」と定義している。浄化センタ

ー、水再生センターなどと呼ばれることもある。 
荒川右岸流域下水道の新河岸川水循環センターはこれにあたる。 
 

焼却灰 

ごみの焼却処理によって生ずる灰分や不燃物（燃えがら）。 
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循環型社会 

大量生産・大量消費･大量廃棄型の社会から持続可能な社会への転換を図るために、循環型社会形

成推進基本法では、循環型社会とは、 

①製品等が廃棄物となることが抑制され、②製品等が循環型資源となった場合は、適正な循環的利

用が促進され、③循環的利用が行われない循環資源については、適正な処分が確保され、④これに

より天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減される社会としている。 

 

ストーカー式焼却炉 
ごみを火格子（ストーカー）の上で移動させて処理する焼却炉。ストーカーは、乾燥・燃焼・後燃焼の

段階に分けられており、下部から燃焼用の空気を送り、炉上部からのふく射熱や燃焼ガスによる接触伝

熱によって、ごみを燃焼する。火格子の形状や移動方式によりさまざまな種類がある。燃焼時に生じる

不燃物や灰分の多くはストーカー終端から排出され、灰分の一部が燃焼ガス中に飛散した「飛灰」は、

排ガス処理装置で捕集される。焼却灰の処理については、1) 溶融スラグ化や、2) セメント原料、3) 焼

成による土木材料への資源化技術などがある。ストーカー式焼却炉は、燃焼がゆるやかで長い時間がか

かる一方で、安定燃焼しやすいという利点がある。また、収集したごごみを前処理する必要がなく、大

規模な施設の建設が可能である。このため、日本では１９５０年代から多くのストーカー式焼却炉が

建設され、国内で圧倒的なシェアを占める。 

 

ゼロ・ウェイスト宣言 

ゼロ・ウェイストとは、ごみを「燃やす」「埋め立てる」「なんでもリサイクル」ではなく、「ご

みを発生させないようにする」という考え方で、生産者・消費者・行政３者が協力して行うもので、

次のようなこと考えられている。 

①生産者は、リサイクルにかかる費用を商品価格に組み込み、廃棄された商品を回収。 

②消費者は、ごみがでないように工夫してあるもの、有害物質を含まないものを選び、問題点を生

産者、発売者、行政に指摘。 

③行政は、ごみゼロを目指す政策を採用、ごみの処分（焼却・埋め立て）ではなく、生産者への返

却、拡大生産者責任の徹底によるごみの発生抑制を促す法律、条令の制定を行う。１９９６年にオ

ーストラリアのキャンベラで「ゼロ・ウェイスト宣言」が初めて行われた。 

 

総合生産物政策（IPP：Integrated Product Policy）  
包括的製品政策ともいう。 

１９９８年のＥＵワークショップはＩＰＰの構成要素として以下を勧告している。 

①環境により負担の少ない製品の開発を目標とする措置 

②製品の消費により発生する廃棄物の削減と管理を目的とする措置 

③環境により負担の少ない製品の市場を創設するための措置 

④製品連鎖における上流・下流への情報伝達のための措置 

⑤製品システムによる環境への負荷を管理するために責任を割り当てる措置 

○ＩＰＰは、製品ライフサイクルのすべての段階を視野において、製品がもたらす環境負荷を最小

化することを目指した政策である。 

①原材料の採掘、製品の生産、流通・販売、使用、廃棄・リサイクルなど製品ライフサイクルの各

段階に対する②自主的な取組や規制、経済的手法や環境ラベル、製品設計ガイドラインなど様々な
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政策手法を活用した包括的な取組が求められている。 

EU では、最適な政策手法の組み合わせを探るための議論の土台として、２００１年２月にIPP に

関するグリーンペーパーを公表している。 

 

【た行】 

脱焼却・脱埋め立て 

ごみを「燃やす」「埋め立てる」ではなく、リサイクルや拡大生産者責任等をとおして、ごみを減

量化し、発生させないようにする考え方。 

ゼロ・ウェイストの考え方に類似。 

 

単独処理浄化槽 
汚水だけを処理する浄化槽。 
浄化槽法の改正により、原則として新たな設置はできなくなった。 
法改正後「浄化槽」とは、合併処理浄化槽のことをいい、従来の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」

として扱われている。 
 

中間処理 
可燃ごみ等の焼却や不燃ごみの破砕・選別などにより、ごみの容積や重量を減少させ、最終処分等

の後工程に対し、環境に影響を与えないように処理すること。 
金属やガラス・プラスチック類等、再資源として利用できるものを選別回収する役割もある。 
 

厨芥類 

食べ物のくず。生ごみ。 

 

低炭素社会 

二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。 

２００７年（平成１９年）５月に政府が発表した政策パッケージ「クールアース５０」において、

生活の豊かさの実感と二酸化炭素の排出削減が同時に達成できる社会の姿として提唱された。 

２００８年（平成２０年）７月には、低炭素社会への具体的な道筋を示した行動計画が閣議決定さ

れた。 

○低炭素社会づくり行動計画 
 ２０５０年までに温室効果ガス排出量を現状よりも６０～８０％削減するとする「福田ビジョ

ン」で表明されたわが国の長期目標達成のための具体的行動計画。 

２００９年から２０１０年にかけて実施されたエコポイント、エコカー減税・補助金などは、この

行動計画による新制度。 

 行動計画の主要項目は、以下のとおり。 

①再生可能エネルギーの主役は太陽光発電とし、家庭用発電装置の価格引き下げ、設置費用補助。 

②原子力発電の１３基の新規建設計画のうちの９基を２０１７年度までに新設。 

③次世代自動車（ハイブリッド車、電気自動車など）の購入費用の補助や省エネ家電の購入にポイ
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ント付与。 

④「トップランナー方式（省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準の策定方法）」を建売住宅に

も導入（家電製品や自動車にはすでに導入済み）。 

⑤国内排出量取引制度の試行。 

⑥温室効果ガスを削減の革新的技術として期待される CCS（二酸化炭素を回収・貯留する技術）の

大規模実証実験を開始し、２０２０年までに実用化する。 

 

トレンド法 

現時点のごみの排出量等の傾向が今後も続くものとして将来の推計を行う方法。 

 

【な行】 

生ごみカラット 
生ごみカラットとは、容器，虫対策ネット，水切りネット等で構成されおり、生ごみを乾燥させる用具。

下記の図のように、生ごみを新聞紙等で包み、容器に入れて、風通しのよい場所に干し乾燥させてから

生ごみの排出をする。この方法により生ごみの排出量における水分量を減らすことができる。 

   
     新聞紙等で生ごみを包み     風通しのよい場所に干し 

     容器の中に入れます。      生ごみを乾燥させます。 

  

 生ごみカラット使用例 

                           出典 NPO生ごみリサイクル 

                              全国ネットワーク編                             

                             「生ごみのふしぎ」 

 

【は行】 

バイオマス 
再生可能な生物に由来する有機エネルギーや資源のこと。 
 

破砕 

砕いて細かくすること。志木地区衛生組合富士見環境センター内に処理施設が設置されている。 
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発熱量 

ごみの単位量(１kg)を完全に燃焼させたときに発生する熱量。 

ごみには、多量の水分が含まれるが、その水分やごみ中の水素（H）分が蒸気のときの値を、低(位)

発熱量（真発熱量）という。 

単位としては、ジュール(J)やキロカロリー(kcal)が用いられる。 

１kcal：１kg の水を１４．５℃から１５．５℃で 1℃上昇させるために必要な熱量。 

１kcal＝４，１８６J   １J＝０．０００２３８９kcal＝０．２３８９cal 

 
PDCA サイクル（PDCA cycle、plan-do-check-act cycle） 

PDCA サイクルは、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つと

して運用される。現在では、環境経営システムや安全活動の手法としても使われる。 
PDCA サイクルという名称は、サイクルを構成する次の４段階の頭文字をつなげたものである。 

Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する 
Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行う 
Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する 
Act（処置・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする 

この４段階を順次行って１周したら、最後の Act を次の PDCA サイクルにつなげ、螺旋を描くように 1
周ごとにサイクルを向上（スパイラルアップ）させて、継続的に業務改善する。この考え方は、ISO９

００１、ISO１４００１、ISO２７００１、JIS Q１５００１などの管理システムや、ソフトウェア開発

におけるスパイラルモデルを始めとする反復型開発などにも反映されている。また労働安全マネジメン

トシステムでは、これらの ISO と同様な PDCA サイクルを活用して危険元凶を特定しリスクアセスメ

ントを行うことでリスク低減を継続的に実施している。 
 
標準脱窒素処理方式 
人為的・工学的に培養・育成された好気性微生物群を主成分とする浮遊性有機汚泥を用いた汚水の

浄化方法（活性汚泥法）の中で、低希釈法と呼ばれる好気性処理方式。 
汚水を５～１０倍程度に希釈し、浮遊性有機汚泥量を６，０００mg/L 程度で運転し、原則として

加温なしで処理する。 
 

不法投棄 
廃棄物を法律に準じて適正に処理せず、山林や河原など法に定められた場所処分場以外に投棄すること。 
不法行為として禁じられており、実行者は規定により罰せられる。 
 

ふれあい収集 
地域の協力が期待できない、高齢者やお体の不自由な方の世帯のごみの排出を援助する目的

でご自宅まで訪問して行うごみ収集事業。平成２１年５月から運用開始。 
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【や行】 

有害ごみ 

人体に影響を及ぼす恐れのある有害な物質を含む廃棄物（ごみ）。 

富士見市においては、乾電池や蛍光管等を「有害ごみ」として扱っている。 

 

４Ｒ 

富士見市独自のもの。前述の３Ｒに、ごみとなる物を持ち込まない持ち込ませない「Refuse」を加

えた。一般的には、Refuseは発生抑制(Reduce)に包含されるが、本市においては平成６年度に策定

した「ごみ処理の基本方針」の目標達成のための基本的考え方として設定した。 

 

【ら行】 

リサイクル法 

平成３年に「再生資源の利用の促進に関する法律」として制定された。 

その後、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会から持続可能な社会への転換を図るために、３Ｒの

積極的な導入を図るため、平成１２年に改正され「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源

有効利用促進法）として名称も改められた。 

 

類似団体（自治体） 

本市とともに志木地区衛生組合構成市の志木市と新座市および人口規模や財政規模が類似した

近隣の自治体の朝霞市・和光市・戸田市・入間市･ふじみ野市の６市を類似団体（自治体）とした。

国の「ごみ処理基本計画策定指針」の中では、ごみ処理の評価方法について、国の基準値との比較

評価に加えて、類似団体の平均値を基準値とした比較評価を求めている。 

○国の「ごみ処理基本計画策定指針」のごみ処理の評価方法（抜粋） 

客観的な評価の方法は、標準的な評価項目について数値化し、当該数値について次の方法のいずれ

か、または次の方法の組合せにより評価を行なうこととする。 

ア．当該市町村で設定した目標値を基準値とした比較による評価 

イ．国の目標値を基準値とした比較による評価 

ウ．全国または都道府県における平均値や類似団体の平均値を基準値とした比較による評価 

なお、この３つの方法の中で、類似団体間の比較分析を行う方法は、他市町村と比較して優れてい

る点、不十分な点を把握し、その理由を分析し、市町村間で情報共有することによって、市町村が

自らの一般廃棄物処理システムを改善することが可能となる。したがって、類似団体間の比較分析

をできるだけ実施することが望ましい。 
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